
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年（令和６年） 

家計調査結果報告書 

－山梨県の家計－ 



 

ま え が き 

 

 

このたび「2024 年（令和６年）家計調査 結果報告書～山梨県の家計～」を公表するこ

とといたしました。 

この報告書は、県内の世帯における家計の収入及び支出の動向や収支のバランスの状況、

貯蓄及び負債の概要などについて、総務省統計局が実施する家計調査の中から、山梨県の調

査対象地域である甲府市及び大月市の令和６年の調査結果について取りまとめたものです。 

この報告書により、県民生活の実態を家計の面から明らかにすることで、各種行政施策

や民間・学術分野における各種の基礎資料として広く御活用いただければ幸いです。 

なお、調査の実施に際して、格段の御協力をいただきました世帯及び調査員の方々、並

びに調査関係者の皆様に厚く御礼申し上げますとともに、今後も尚一層の御理解と御協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

       令和７年１０月         

               山梨県新価値・地域創造推進局統計調査課 
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I 調査の概要                                    

１ 調査の目的  

家計調査は、国が行う重要な統計として、統計法（平成 19 年法律第 53 号）で基幹統計に指定されて

おり、総務省統計局が毎月実施している統計調査である。 

この調査は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基

礎資料を提供することを目的とする。 

 

２ 調査の対象  

家計調査は、全国の世帯を調査対象としている。 

ただし、以下の世帯等は世帯としての収支を正確に計ることが難しいことなどの理由から調査を行って

いない。 

・15 歳未満の単身世帯 

・病院・療養所の入院者、矯正施設の入所者等の世帯 

・料理飲食店、旅館又は下宿屋（寄宿舎を含む。）を営む併用住宅の世帯 

・賄い付きの同居人がいる世帯  

・住み込みの営業上の使用人が４人以上いる世帯  

・世帯主が長期間（３か月以上）不在の世帯 

・外国人世帯 

・自衛隊の営舎内居住者        

  

３ 調査世帯の選定方法  

（１）抽出単位 

家計調査は標本調査であり、層化３段抽出法（第１段…市町村、第２段…単位区、第３段…世帯）によ

り世帯を選定している。 

 

（２）調査市町村及び調査世帯数 

①全国 

168 市町村、8,821 世帯        

②山梨県 

２市、117 世帯 

甲府市 104 世帯（二人以上の世帯 96 世帯、単身世帯８世帯）、大月市 13 世帯（二人以上の世帯 12

世帯、単身世帯１世帯）の計 117 世帯を調査対象としている 

 

※ 調査は毎月行い、二人以上の世帯は６か月、単身世帯は３か月の継続調査。調査期間終了後に

他の世帯と交替。交替は調査単位区ごとに行い、全体としては毎月約６分の１が交替する。 

 

４ 調査方法 

・家計簿 … 調査世帯が毎日記入（１か月を２期に分けて記入） 

・世帯票 … 調査員が聞き取り調査 

・年間収入調査票 … 調査開始月に調査世帯が記入 

・貯蓄等調査票 … 調査開始３か月目に調査世帯が記入 
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５ 世帯と世帯員 

（１） 世帯 

世帯とは、住居及び家計を共にしている人の集まりをいい、家計調査では施設等の世帯及び学生の

単身世帯を除く一般世帯を対象にしている。これらの世帯を、家計費に充てるための収入を得ている

人を世帯主として、世帯主の職業により、次のように区分している。 

【勤労者世帯】…世帯主が会社、官公庁、学校、工場、商店などに勤めている世帯をいう。ただし、世

帯主が社長、取締役、理事など会社・団体の役員などである世帯は「勤労者・無職以外の世帯」とする。 

【無職世帯】…世帯主が無職である世帯をいう。例えば、年金、恩給、仕送り金、保険取金、財産収入

等により家計を営んでいる世帯をいう。 

【勤労者・無職以外の世帯】…勤労者世帯及び無職世帯以外の世帯をいう。 

なお、勤労者・無職以外の世帯の収入は、年間収入しか調査されていないので、消費支出及び年間

収入の数値しか得られない。 

  

（２）世帯員 

世帯主とその家族のほかに、家計を共にしている同居人、家族同様にしている親戚の子供、住み込み

の家事使用人及び営業使用人なども世帯員とみなしている。 

また、家族であっても別居中の人、家計を別にしている間借人などは世帯員に含めない。 

 

６ 調査結果 

この調査結果報告書は、総務省統計局が全国の世帯を調査対象として実施している家計調査から山梨

県に関するデータをまとめたものである。 

 

総務省統計局ホームページ httpｓ://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html 

           

７ 利用上の注意 

統計数値については、四捨五入の関係上、合計の数字と内訳の計は、必ずしも一致しない。 

対象世帯を無作為に抽出しているため、単年データでは大きな変動が生じることがある。傾向を安定し

て見るため、項目別、品目別支出額等を全国又は他都市と時系列に比較する際には、３年移動平均値※

を用いた。 

また、大月市は 2024 年より調査を行っているが、標本数が少ないため、公表内容が限定的なものとなっ

ている。 

※３年移動平均値とは、当該年を含む過去３年間の平均値をいう。 
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II 用語の解説                                     

１ 収支項目 

（１）収入 

①実収入 

いわゆる税込み収入であり、世帯員全員の現金収入を合計したもの 

②実収入以外の受取（繰入金を除く） 

言わば「見せかけの収入」であり、現金が手元に入るが、一方で資産の減少、負債の増加を伴うもの 

③繰入金 

前月から持ち越した世帯の手持ち現金 

 

（２）支出 

①実支出 

「消費支出」と「非消費支出」を合計した支出 

②消費支出 

いわゆる生活費のことであり、日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して実際に

支払った金額 

③非消費支出 

税金や社会保険料など原則として世帯の自由にならない支出 

④実支出以外の支払（繰越金を除く） 

言わば「見せかけの支出」であり、手元から現金が支出されるが、一方で資産の増加あるいは負債

の減少を伴うもの 

⑤繰越金 

当月末における世帯の手持ち現金 

 

（３）その他 

①可処分所得 

「実収入」から税金、社会保険料などの「非消費支出」を差し引いた額で、いわゆる手取り収入のこ

とである。これにより購買力の強さを測ることができる。 

 可処分所得 = 実収入 － 非消費支出 

②黒字 

「実収入」と「実支出」との差であり、マイナスの場合は赤字ということになる。これは「可処分所得」か

ら「消費支出」を差し引いた額とも同じ 

 黒字 = 実収入 － 実支出 = 可処分所得 － 消費支出 

③貯蓄純増 

「預貯金」と「保険料」の合計から「預貯金引出」と「保険金」の合計を差し引いたもの 

貯蓄純増 = （預貯金 ＋ 保険料）－ （預貯金引出＋ 保険金） 

 

２ 各種比率 

（１）黒字率 

可処分所得に対する黒字の割合 

黒字率 = 黒字 ÷ 可処分所得 × 100 
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（２）平均消費性向 

可処分所得に対する消費支出の割合 

平均消費性向 = 消費支出 ÷ 可処分所得 × 100 
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 ３　収支項目分類表　

2

 2.1

2.2

1 2.2.1 設 備 材 料

1.1 2.2.2 工 事 そ の 他 の サ ー ビ ス

定 期 収 入 1.1.1 米 3

臨 時 収 入 1.1.2 パ ン 3.1

賞 与 1.1.3 め ん 類 3.2

1.1.4 他 の 穀 類 3.3

1.2 3.4

1.2.1 生 鮮 魚 介 4

1.2.2 塩 干 魚 介 4.1

1.2.3 魚 肉 練 製 品 4.1.1 家 事 用 耐 久 財

1.2.4 他 の 魚 介 加 工 品 4.1.2 冷 暖 房 用 器 具

1.3 4.1.3 一 般 家 具

1.3.1 生 鮮 肉 4.2

1.3.2 加 工 肉 4.3

 公 的 年 金 給 付 1.4 4.4

他 の 社 会 保 障 給 付 1.4.1 牛 乳 4.5

1.4.2 乳 製 品 4.6

1.4.3 卵 5

1.5 5.1

1.5.1 生 鮮 野 菜 5.2

1.5.2 乾 物 ・ 海 藻 5.2.1 男 子 用 洋 服

1.5.3 大 豆 加 工 品 5.2.2 婦 人 用 洋 服

1.5.4 他 の 野 菜 ･ 海 藻 加 工 品 5.2.3 子 供 用 洋 服

1.6 5.3

1.6.1 生 鮮 果 物 5.3.1 男 子 用 シ ャ ツ ・ セ ー タ ー 類

1.6.2 果 物 加 工 品 5.3.2 婦 人 用 シ ャ ツ ・ セ ー タ ー 類

1.7 5.3.3 子 供 用 シ ャ ツ ・ セ ー タ ー 類

1.7.1 油 脂 5.4

1.7.2 調 味 料 5.4.1 男 子 用 下 着 類

1.8 5.4.2 婦 人 用 下 着 類

1.9 5.4.3 子 供 用 下 着 類

1.9.1 主 食 的 調 理 食 品 5.5

1.9.2 他 の 調 理 食 品 5.6

1.10 5.7

1.10.1 茶 類 5.8

1.10.2 コ ー ヒ ー ・ コ コ ア 6

1.10.3 他 の 飲 料 6.1

1.11 6.2

1.12 6.3

1.12.1 一 般 外 食 6.4

1.12.2 学 校 給 食

1.13

下 着 類

生 地 ・ 糸 類

被 服 関 連 サ ー ビ ス

保 健 医 療

医 薬 品

健 康 保 持 用 摂 取 品

保 健 医 療 サ ー ビ ス

履 物 類

賄 い 費

酒 類

住 居

家 賃 地 代

設 備 修 繕 ･ 維 持

光 熱 ・ 水 道

穀 類

電 気 代

ガ ス 代

他 の 光 熱

上 下 水 道 料

家 具 ・ 家 事 用 品

家 庭 用 耐 久 財

他 の 被 服

室 内 装 備 ・ 装 飾 品

寝 具 類

家 事 雑 貨

家 事 用 消 耗 品

家 事 サ ー ビ ス

被 服 及 び 履 物

保 健 医 療 用 品 ･ 器 具

和 服

洋 服

シ ャ ツ ･ セ ー タ ー 類果 物

菓 子 類

油 脂 ・ 調 味 料

魚 介 類

肉 類

乳 卵 類

調 理 食 品

飲 料

外 食

支 払

実 支 出

消 費 支 出

食 料

収　　　入

預 貯 金 引 出

仕 送 り 金

家 賃 収 入

財 産 収 入

社 会 保 障 給 付

世 帯 主 収 入

受 贈 金

世帯主の 配偶 者の 収入

野 菜 ・ 海 藻

受 取

実 収 入

経 常 収 入

勤 め 先 収 入

他 の 世 帯 員 収 入

事 業 ・ 内 職 収 入

他 の 事 業 収 入

支　　　出

繰 入 金

個 人 ・ 企 業 年 金 保 険 金

他 の 保 険 金

有 価 証 券 売 却

土 地 家 屋 借 入 金

他 の 借 入 金

内 職 収 入

他 の 特 別 収 入

実収入以外の受取（繰入金を除く）

ク レ ジ ッ ト 購 入 借 入 金

実 収 入 以 外 の 受 取 の そ の 他

財 産 売 却

保 険 金

他 の 経 常 収 入

特 別 収 入
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7

7.1

7.2 勤 労 所 得 税

7.2.1 自 動 車 等 購 入 個 人 住 民 税

7.2.2 自 転 車 購 入 他 の 税

7.2.3 自 動 車 等 維 持

7.3 公 的 年 金 保 険 料

8 健 康 保 険 料

8.1 介 護 保 険 料

8.2 他 の 社 会 保 険 料

8.3

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.4.1 宿 泊 料

9.4.2 パ ッ ク 旅 行 費

9.4.3 月 謝 類

9.4.4 他 の 教 養 娯 楽 サ ー ビ ス

10

10.1

10.1.1 理 美 容 サ ー ビ ス

10.1.2 理 美 容 用 品

10.1.3 身 の 回 り 用 品

10.1.4 た ば こ

10.1.5 他 の 諸 雑 費

10.2

10.3

10.3.1 食 料

10.3.2 家 具 ・ 家 事 用 品

10.3.3 被 服 及 び 履 物

10.3.4 教 養 娯 楽

10.3.5 他 の 物 品 サ ー ビ ス

10.3.6 贈 与 金

10.3.7 他 の 交 際 費

10.4

支　　　出

土 地 家 屋 借 金 返 済

他 の 借 金 返 済

ク レ ジ ッ ト 購 入 借 入 金 返 済

財 産 購 入

実 支 出 以 外 の 支 払 の そ の 他

預 貯 金

非 消 費 支 出

直 接 税

社 会 保 険 料

他 の 非 消 費 支 出

実 支 出 以 外の 支払 （繰 越金 を除 く）教 養 娯 楽

教 養 娯 楽 用 耐 久 財

有 価 証 券 購 入

諸 雑 費

教 養 娯 楽 用 品

書 籍 ・ 他 の 印 刷 物

教 養 娯 楽 サ ー ビ ス

そ の 他 の 消 費 支 出

保 険 料

個 人 ・ 企 業 年 金 保 険 料

他 の 保 険 料

交 通 ・ 通 信

交 通

自 動 車 等 関 係 費

通 信

教 育

授 業 料 等

教 科 書 ･ 学 習 参 考 教 材

補 習 教 育

こ づ か い ( 使 途 不 明 )

交 際 費

仕 送 り 金

繰 越 金
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III 家計収支の概要 

１ 二人以上の世帯の家計 

(1) 消費支出の概況 

2024 年の甲府市の二人以上の世帯（平均世帯人員 2.83 人、世帯主の平均年齢 61.3 歳）の消費支出

は、１世帯当たり１か月平均で 306,041 円、大月市は 279,008 円 （平均世帯人員 2.73 人、世帯主の平

均年齢 63.6 歳）で、全国の 300,243 円 （平均世帯人員 2.88 人、世帯主の平均年齢 60.4 歳）と比較す

ると、甲府市は上回っており、大月市は下回っている。昨年と比較すると、全国、甲府市※ともに上昇した。 

消費支出の項目（10 大費目）別の構成比は、全国、甲府市、大月市いずれも１位が食料、２位が全国、甲

府市はその他の消費支出、大月市は交通・通信、３位が全国、甲府市は交通・通信、大月市はその他の消

費支出となっている。 

※大月市は 2024 年から調査開始。 

                                    （図 III-1, 図 III-2, 表 III-1, 図 III-3 ） 

 

図 III-1 消費支出の推移（二人以上の世帯） 

 

 

図 III-2 2024 年 消費支出 10 大費目別構成比（二人以上の世帯） 
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 表 III-1 １世帯当たり１か月間の消費支出の内訳（二人以上の世帯） 

 

 
 

(単位：上段 円，下段 ％)

年 消費支出 食料 住居 光熱・水道
家具・家事

用品
被服・履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽

その他の

消費支出

2014 291,194 69,926 17,919 23,799 10,633 11,983 12,838 41,912 10,936 28,942 62,305 3.03 58.3
(24.0) (6.2) (8.2) (3.7) (4.1) (4.4) (14.4) (3.8) (9.9) (21.4)

全 2015 287,373 71,844 17,931 23,197 10,458 11,363 12,663 40,238 10,995 28,314 60,371 3.02 58.8
(25.0) (6.2) (8.1) (3.6) (4.0) (4.4) (14.0) (3.8) (9.9) (21.0)

国 2016 282,188 72,934 16,679 21,177 10,329 10,878 12,888 39,054 11,310 28,159 58,780 2.99 59.2
(25.8) (5.9) (7.5) (3.7) (3.9) (4.6) (13.8) (4.0) (10.0) (20.8)

2017 283,027 72,866 16,555 21,535 10,560 10,806 12,873 39,691 11,062 27,958 59,120 2.98 59.6
(25.7) (5.8) (7.6) (3.7) (3.8) (4.5) (14.0) (3.9) (9.9) (20.9)

2018 287,315 73,977 16,915 22,019 10,839 10,791 13,227 42,107 11,785 27,581 58,074 2.98 59.3
(25.7) (5.9) (7.7) (3.8) (3.8) (4.6) (14.7) (4.1) (9.6) (20.2)

2019 293,379 75,258 17,094 21,951 11,486 10,779 13,933 43,632 11,492 29,343 58,412 2.97 59.4
(25.7) (5.8) (7.5) (3.9) (3.7) (4.7) (14.9) (3.9) (10.0) (19.9)

2020 277,926 76,440 17,365 21,836 12,538 8,799 14,211 39,910 10,290 24,285 52,251 2.95 59.7
(27.5) (6.2) (7.9) (4.5) (3.2) (5.1) (14.4) (3.7) (8.7) (18.8)

2021 279,024 75,761 18,329 21,530 11,932 8,709 14,238 39,702 11,902 24,545 52,377 2.93 60.1
(27.2) (6.6) (7.7) (4.3) (3.1) (5.1) (14.2) (4.3) (8.8) (18.8)

2022 290,865 77,474 18,645 24,522 12,121 9,106 14,705 41,396 11,436 26,642 54,817 2.91 60.1
(26.6) (6.4) (8.4) (4.2) (3.1) (5.1) (14.2) (3.9) (9.2) (18.8)

2023 293,997 81,738 18,006 23,855 12,190 9,297 14,645 42,693 10,446 28,630 52,498 2.90 60.2
(27.8) (6.1) (8.1) (4.1) (3.2) (5.0) (14.5) (3.6) (9.7) (17.9)

2014 300,073 72,357 24,946 23,870 10,962 11,438 10,058 39,919 11,525 29,460 65,537 3.05 58.6
(24.1) (8.3) (8.0) (3.7) (3.8) (3.4) (13.3) (3.8) (9.8) (21.8)

甲 2015 281,498 70,580 10,583 22,376 9,399 12,737 12,132 35,364 11,038 31,066 66,222 2.92 59.6
(25.1) (3.8) (7.9) (3.3) (4.5) (4.3) (12.6) (3.9) (11.0) (23.5)

府 2016 282,995 67,954 23,148 21,660 10,748 10,311 13,039 35,038 7,299 27,853 65,946 2.86 59.0
(24.0) (8.2) (7.7) (3.8) (3.6) (4.6) (12.4) (2.6) (9.8) (23.3)

市 2017 287,703 71,521 15,406 21,574 9,121 11,879 12,539 38,964 9,153 26,806 70,739 2.93 60.7
(24.9) (5.4) (7.5) (3.2) (4.1) (4.4) (13.5) (3.2) (9.3) (24.6)

2018 273,076 70,980 9,105 22,777 9,126 9,309 10,819 38,873 9,817 23,244 69,026 2.88 61.2
(26.0) (3.3) (8.3) (3.3) (3.4) (4.0) (14.2) (3.6) (8.5) (25.3)

2019 298,705 72,356 19,477 21,427 9,314 10,562 12,635 47,038 6,606 28,479 70,812 2.80 59.6
(24.2) (6.5) (7.2) (3.1) (3.5) (4.2) (15.7) (2.2) (9.5) (23.7)

2020 290,406 76,623 16,718 21,662 12,158 9,302 12,856 46,564 10,919 26,373 57,231 3.00 57.1
(26.4) (5.8) (7.5) (4.2) (3.2) (4.4) (16.0) (3.8) (9.1) (19.7)

2021 270,816 73,192 16,729 20,762 10,011 8,053 11,986 42,183 10,690 21,942 55,269 2.91 57.2
(27.0) (6.2) (7.7) (3.7) (3.0) (4.4) (15.6) (3.9) (8.1) (20.4)

2022 285,583 74,848 20,419 24,460 12,114 9,709 14,347 40,923 6,188 22,772 59,803 2.84 61.5
(26.2) (7.1) (8.6) (4.2) (3.4) (5.0) (14.3) (2.2) (8.0) (20.9)

2023 297,715 78,204 17,630 23,725 11,973 9,084 17,817 56,180 8,157 25,664 49,280 2.81 61.5
(26.3) (5.9) (8.0) (4.0) (3.1) (6.0) (18.9) (2.7) (8.6) (16.6)

2019 272,691 73,640 3,480 22,690 13,065 10,009 11,804 42,082 11,883 26,336 57,703 2.94 58.4
(27.0) (1.3) (8.3) (4.8) (3.7) (4.3) (15.4) (4.4) (9.7) (21.2)

2020 253,363 72,442 7,301 22,159 12,184 7,023 14,887 39,914 4,831 18,853 53,769 3.01 60.1
(28.6) (2.9) (8.7) (4.8) (2.8) (5.9) (15.8) (1.9) (7.4) (21.2)

2021 273,325 77,104 10,630 24,803 22,095 7,972 19,796 30,181 2,426 22,724 55,594 3.29 60.6
(28.2) (3.9) (9.1) (8.1) (2.9) (7.2) (11.0) (0.9) (8.3) (20.3)

2022 228,189 73,939 1,920 25,476 12,653 8,750 10,881 25,604 10,718 16,652 41,596 3.50 55.9
(32.4) (0.8) (11.2) (5.5) (3.8) (4.8) (11.2) (4.7) (7.3) (18.2)

2023 232,872 72,885 5,426 25,741 9,589 7,903 11,462 44,676 1,377 21,671 32,141 2.91 60.0
(31.3) (2.3) (11.1) (4.1) (3.4) (4.9) (19.2) (0.6) (9.3) (13.8)

世帯人員

(人)

世帯主

年齢(歳)

富

士

河

口

湖

町
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図 III-3 消費支出 10 大費目別１か月平均金額の推移（二人以上の世帯） 

 

 

 

(2) 消費支出（３年移動平均）の都道府県庁所在市及び政令指定都市との比較 

2022 年～2024 年の３か年平均の二人以上の世帯の消費支出額を都道府県庁所在市及び政令定都市

52 都市と比較すると、甲府市の消費支出金額は平均額を上回っており、順位は 32 位となっている。                       

 （図 III-4） 

 

図 III-4 2022 年～2024 年平均 消費支出額の都道府県庁所在市及び政令指定都市との比較（二人以上の世帯） 
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２ 二人以上の世帯のうち勤労者世帯の家計 

(1) 収入の動向 

二人以上の世帯のうち勤労者世帯の実収入は、１世帯当たり１か月平均で、甲府市が 586,011 円(平均

世帯人員 3.21 人、世帯主の平均年齢 52.3 歳）と全国より 50,144 円低い。 

実収入の項目別の構成比について、甲府市と全国を比較するとほぼ同じ構成となっている。 

（図 III-5，図 III-6，表 III-2） 

 

図 III-5 実収入の推移（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-6 2024 年 実収入構成比（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 
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表 III-2 １世帯当たり１か月間の実収入の内訳（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）

 

 

※他の経常収入・・・財産収入（預貯金利子、土地の権利金収入など）、公的年金給付、仕送り金など 

※特別収入・・・定期性又は再現性のない特別な収入。受贈金（結納金、見舞金など）、慰謝料、宝くじ等の配当金など 

 

(単位：上段 円，下段 ％)

年 実収入
世帯主
収入

配偶者
収入

他の世帯
員収入

事業・内
職収入

他の経常
収入※

特別収入
※

2015 525,669 412,884 64,768 7,944 2,832 27,782 9,460 3.39 48.8
(78.5) (12.3) (1.5) (0.5) (5.3) (1.8)

2016 526,973 413,533 65,632 8,769 2,875 28,055 8,110 3.39 48.5
(78.5) (12.5) (1.7) (0.5) (5.3) (1.5)

2017 533,820 419,435 65,332 9,067 2,698 29,351 7,937 3.35 49.1
 全 (78.6) (12.2) (1.7) (0.5) (5.5) (1.5)

 国 2018 558,718 426,035 72,948 13,621 3,723 33,623 8,768 3.32 49.6
(76.3) (13.1) (2.4) (0.7) (6.0) (1.6)

2019 586,149 438,263 83,468 14,574 4,304 36,458 9,082 3.31 49.6
(74.8) (14.2) (2.5) (0.7) (6.2) (1.5)

2020 609,535 431,902 89,812 15,168 3,548 38,698 30,408 3.31 49.8
(70.9) (14.7) (2.5) (0.6) (6.3) (5.0)

2021 605,316 444,517 90,827 15,629 3,630 36,859 13,854 3.28 50.1
(73.4) (15.0) (2.6) (0.6) (6.1) (2.3)

2022 617,654 450,906 97,378 15,728 4,977 35,858 12,808 3.24 50.4 
(73.0) (15.8) (2.5) (0.8) (5.8) (2.1)

2023 608,182 441,862 97,670 15,269 4,614 38,635 10,132 3.23 50.4 
(72.7) (16.1) (2.5) (0.8) (6.4) (1.7)

2024 636,155 461,446 104,762 14,900 4,763 40,064 10,220 3.23 50.5 
(72.5) (16.5) (2.3) (0.7) (6.3) (1.6)

2015 552,132 440,902 78,097 3,560 2,341 19,183 8,050 3.33 48.4
(79.9) (14.1) (0.6) (0.4) (3.5) (1.5)

2016 563,436 419,940 108,309 6,096 4,153 19,980 4,959 3.18 46.4
(74.5) (19.2) (1.1) (0.7) (3.5) (0.9)

2017 541,690 396,289 95,211 4,082 544 38,630 6,934 3.25 52.2
 甲 (73.2) (17.6) (0.8) (0.1) (7.1) (1.3)

 府 2018 537,701 409,443 77,589 5,959 2,610 32,106 9,993 3.27 50.3
 市 (76.1) (14.4) (1.1) (0.5) (6.0) (1.9)

2019 615,009 434,731 112,769 15,497 720 37,108 14,184 3.11 49.1
(70.7) (18.3) (2.5) (0.1) (6.0) (2.3)

2020 627,129 419,070 114,971 15,982 2,796 40,555 33,755 3.23 48.8
(66.8) (18.3) (2.5) (0.4) (6.5) (5.4)

2021 563,275 419,486 78,365 20,200 4,013 24,249 16,961 3.21 46.7
(74.5) (13.9) (3.6) (0.7) (4.3) (3.0)

2022 588,301 422,969 95,673 10,365 1,622 45,811 11,862 3.13 50.6 
(71.9) (16.3) (1.8) (0.3) (7.8) (2.0)

2023 493,801 358,046 81,284 3,590 5,143 35,651 10,088 3.09 51.5 
(72.5) (16.5) (0.7) (1.0) (7.2) (2.0)

2024 586,011 440,860 90,624 6,379 5,099 31,638 11,411 3.21 52.3 
(75.2) (15.5) (1.1) (0.9) (5.4) (1.9)

世帯人員
(人)

世帯主
年齢(歳)
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(2) 非消費支出と可処分所得の動向 

二人以上の世帯のうち勤労者世帯の直接税及び社会保険料などの非消費支出は、甲府市が 101,904

円で全国より 11,682 円低く、実収入に対する割合は 17.4％と全国より 0.4 ポイント低い。 

可処分所得 （実収入から直接税、社会保険料などの非消費支出を差し引いた額）は 484,107 円で、全

国より 38,462 円低く、実収入に対する割合は 82.6％と全国より 0.5 ポイント高い。 

（図 III-7, 表 III-3） 

  

図 III-7 非消費支出と可処分所得の推移（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 
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表 III-3 実収入に対する非消費支出と可処分所得の割合(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) 

 

※他の非消費支出・・・直接税、社会保険料に含まれない盗難金、罰金、滞納金など    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

直接税Ａ
社会保険

料Ｂ

他の非消

費支出※

2014 519,761 423,541 96,221 41,462 54,694 65 96,156 18.5% 81.5%

全 2015 525,669 427,270 98,398 42,091 56,223 84 98,314 18.7% 81.3%

国 2016 526,973 428,697 98,276 41,931 56,268 77 98,199 18.6% 81.4%

2017 533,820 434,415 99,405 42,479 56,869 57 99,348 18.6% 81.4%

2018 558,718 455,125 103,593 43,428 60,079 86 103,507 18.5% 81.5%

2019 586,149 476,645 109,504 45,487 63,925 91 109,412 18.7% 81.3%

2020 609,535 498,639 110,896 46,155 64,672 70 110,827 18.2% 81.8%

2021 605,316 492,681 112,634 47,242 65,331 61 112,573 18.6% 81.4%

2022 617,654 500,914 116,740 49,445 67,175 121 116,620 18.9% 81.1%

2023 608,182 494,668 113,514 46,545 66,896 73 113,441 18.7% 81.3%

2014 519,626 412,734 106,892 46,005 60,865 22 106,870 20.6% 79.4%

  甲 2015 552,132 439,065 113,067 49,040 63,989 38 113,029 20.5% 79.5%

  府 2016 563,436 448,694 114,743 49,439 65,284 20 114,723 20.4% 79.6%

  市 2017 541,690 437,657 104,033 46,043 57,917 73 103,960 19.2% 80.8%

2018 537,701 436,357 101,344 43,445 57,863 36 101,308 18.8% 81.2%

2019 615,009 490,735 124,275 50,488 73,773 14 124,261 20.2% 79.8%

2020 627,129 509,066 118,063 50,770 67,273 20 118,043 18.8% 81.2%

2021 563,275 455,494 107,780 43,366 64,358 56 107,724 19.1% 80.9%

2022 588,301 483,408 104,893 43,944 60,937 11 104,881 17.8% 82.2%

2023 493,801 404,519 89,282 34,977 54,293 13 89,270 18.1% 81.9%

実収入に対す

る可処分所得

の割合
年 実収入

可処分

所得

非消費

支出

Ｃ

（Ａ+Ｂ）

実収入に対す

る非消費支出

Ｃの割合



15 

 

(3) 支出の動向 

二人以上の世帯のうち勤労者世帯の消費支出は、甲府市（平均世帯人員 3.21 人、世帯主の平均年齢

52.3 歳）は、１世帯当たり１か月平均 339,741 円、大月市（平均世帯人員 3.14 人、世帯主の平均年齢

55.0 歳）は 323,805 円となっており、全国（平均世帯人員 3.23 人、世帯主の平均年齢 50.5 歳）の

325,137 円と比較すると、甲府市は高く、大月市は低い。 

消費支出の項目（10 大費目）別の構成比については、全国、甲府市、大月市ともに食料が最も多い。  

                                            (図 III-8, III-9, 表 III-4 ) 

 

図 III-8 2024 年消費支出 10 大費目別構成比（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 

 

図 III-9 消費支出の推移（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 
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表 III-4 １世帯当たり１か月間の消費支出の内訳（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 

 

 
 

 

 

 

 

 

(単位：上段 円，下段 ％)

年 消費支出 食料 住居
光熱・水

道

家具・

家事用品

被服・履

物
保健医療

交通・通

信
教育 教養娯楽

その他の

消費支出

2014 318,755 71,189 20,467 23,397 10,868 13,730 11,279 53,405 18,094 30,435 65,890 3.40 48.1
(22.3) (6.4) (7.3) (3.4) (4.3) (3.5) (16.8) (5.7) (9.5) (20.7)

2015 315,379 74,341 19,477 22,971 11,047 13,561 11,015 50,035 18,240 30,364 64,329 3.39 48.8
(23.6) (6.2) (7.3) (3.5) (4.3) (3.5) (15.9) (5.8) (9.6) (20.4)

全 2016 309,591 74,770 18,862 20,730 10,854 13,099 11,295 48,798 19,612 30,133 61,439 3.39 48.5
(24.2) (6.1) (6.7) (3.5) (4.2) (3.6) (15.8) (6.3) (9.7) (19.8)

国 2017 313,057 74,584 18,532 21,164 10,980 13,184 11,506 49,610 19,080 30,527 63,890 3.35 49.1
(23.8) (5.9) (6.8) (3.5) (4.2) (3.7) (15.8) (6.1) (9.8) (20.4)

2018 315,314 76,090 18,200 21,771 11,338 13,072 11,973 51,508 19,131 29,838 62,394 3.32 49.6
(24.1) (5.8) (6.9) (3.6) (4.1) (3.8) (16.3) (6.1) (9.5) (19.8)

2019 323,853 77,431 19,292 21,838 12,079 12,935 12,662 54,943 18,529 31,948 62,195 3.31 49.6
(23.9) (6.0) (6.7) (3.7) (4.0) (3.9) (17.0) (5.7) (9.9) (19.2)

2020 305,811 79,496 18,824 21,696 13,364 10,654 13,068 49,469 16,548 26,824 55,868 3.31 49.8
(26.0) (6.2) (7.1) (4.4) (3.5) (4.3) (16.2) (5.4) (8.8) (18.3)

2021 309,469 78,576 19,848 21,448 12,720 10,463 13,130 49,512 19,197 27,452 57,124 3.28 50.1
(25.4) (6.4) (6.9) (4.1) (3.4) (4.2) (16.0) (6.2) (8.9) (18.5)

2022 320,627 80,502 20,115 24,421 13,000 11,293 13,708 50,688 18,126 29,737 59,036 3.24 50.4
(25.1) (6.3) (7.6) (4.1) (3.5) (4.3) (15.8) (5.7) (9.3) (18.4)

2023 318,755 84,552 18,971 23,566 12,855 11,344 13,515 51,199 16,838 31,149 54,766 3.23 50.4
(26.5) (6.0) (7.4) (4.0) (3.6) (4.2) (16.1) (5.3) (9.8) (17.2)

2014 334,976 72,271 32,463 23,211 11,141 12,926 9,507 54,801 21,656 32,985 64,016 3.58 47.4
(21.6) (9.7) (6.9) (3.3) (3.9) (2.8) (16.4) (6.5) (9.8) (19.1)

2015 310,586 75,588 13,559 22,114 10,392 14,785 12,214 45,092 19,365 35,046 62,433 3.33 48.4
(24.3) (4.4) (7.1) (3.3) (4.8) (3.9) (14.5) (6.2) (11.3) (20.1)

 甲 2016 298,710 69,194 25,212 21,385 12,947 12,070 11,892 43,272 11,513 31,324 59,901 3.18 46.4
(23.2) (8.4) (7.2) (4.3) (4.0) (4.0) (14.5) (3.9) (10.5) (20.1)

 府 2017 315,007 73,029 16,541 22,276 9,481 12,341 12,240 44,663 16,436 32,015 75,985 3.25 52.2
(23.2) (5.3) (7.1) (3.0) (3.9) (3.9) (14.2) (5.2) (10.2) (24.1)

市 2018 296,315 73,926 10,173 22,344 9,615 10,905 10,219 46,369 16,930 26,074 69,759 3.27 50.3
(24.9) (3.4) (7.5) (3.2) (3.7) (3.4) (15.6) (5.7) (8.8) (23.5)

2019 328,322 77,755 23,440 21,002 10,263 11,367 12,281 62,648 9,574 31,545 68,447 3.11 49.1
(23.7) (7.1) (6.4) (3.1) (3.5) (3.7) (19.1) (2.9) (9.6) (20.8)

2020 306,085 78,413 18,439 21,047 12,917 10,144 12,094 44,925 15,798 29,101 63,205 3.23 48.8
(25.6) (6.0) (6.9) (4.2) (3.3) (4.0) (14.7) (5.2) (9.5) (20.6)

2021 313,311 76,154 21,758 20,520 11,505 10,468 11,678 54,574 16,579 24,626 65,447 3.21 46.7
(24.3) (6.9) (6.5) (3.7) (3.3) (3.7) (17.4) (5.3) (7.9) (20.9)

2022 322,243 77,390 23,862 24,638 12,828 12,281 13,581 51,086 10,907 26,378 69,291 3.13 50.6
(24.0) (7.4) (7.6) (4.0) (3.8) (4.2) (15.9) (3.4) (8.2) (21.5)

2023 341,150 83,351 21,804 22,585 12,890 11,104 19,632 67,926 12,713 31,911 57,233 3.09 51.5
(24.4) (6.4) (6.6) (3.8) (3.3) (5.8) (19.9) (3.7) (9.4) (16.8)

2019 273,180 71,638 3,513 23,858 13,516 11,934 8,014 36,290 21,658 29,737 53,023 3.35 47.7
(26.2) (1.3) (8.7) (4.9) (4.4) (2.9) (13.3) (7.9) (10.9) (19.4)

2020 282,279 78,403 9,984 23,178 8,278 7,065 11,312 51,815 9,700 20,138 62,406 3.51 50.1
(27.8) (3.5) (8.2) (2.9) (2.5) (4.0) (18.4) (3.4) (7.1) (22.1)

2021 233,260 66,660 1,694 21,520 11,736 5,573 9,171 32,137 4,848 20,457 59,465 3.38 51.3
(28.6) (0.7) (9.2) (5.0) (2.4) (3.9) (13.8) (2.1) (8.8) (25.5)

2022 218,095 74,003 766 21,862 12,806 9,628 7,141 30,538 14,150 17,593 29,609 3.73 47.7
(33.9) (0.4) (10.0) (5.9) (4.4) (3.3) (14.0) (6.5) (8.1) (13.6)

2023 200,476 69,110 6,262 22,870 10,888 7,273 8,289 26,249 1,943 27,449 20,143 2.96 51.6
(34.5) (3.1) (11.4) (5.4) (3.6) (4.1) (13.1) (1.0) (13.7) (10.0)

世帯人

員(人)

世帯主

年齢(歳)

富
士

河
口
湖
町
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(4) 家計収支のバランス 

甲府市の二人以上の世帯のうち勤労者世帯の３か年平均の黒字率は、2016 年から 2020 年にかけて全

国より上回る傾向が続いたが、2021 年からは下回っている。 

2022～2024 年の３か年平均の可処分所得と消費支出をそれぞれ全国値 100 として、都道府県庁所在

市及び政令指定都市※１と比較すると、甲府市は可処分所得が 90.4 に対し、消費支出は 104.0 となってお

り、全国の中で可処分所得が低く、消費支出は高い状況となっている。 

※１ 政令指定都市：川崎市，相模原市，浜松市，堺市，北九州市 

（図 III-10，図 III-11，表 III-5）      

 

図 III-10 黒字率の推移（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）（３年移動平均値※２） 

※２ ３年移動平均値：連続する過去３か年の数値を平均した数値 

 

図 III-11 2022～2024 年平均 可処分所得と消費支出の都道府県庁所在市等との比較（勤労者世帯） 

※３ 相関係数 

相関係数は、二つの指標の間にある線形な関係の強弱を測る指標であり（-1 から 1 までの値を取る。）、一般的に相関係数
の絶対値が 0.5 以上あると、強い相関があるとされる。 

上記可処分所得と消費支出の相関係数は 0.814 であり、正の強い相関が表れている。 
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表 III-5 １世帯当たり１か月間の黒字の内訳（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 
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(5) 勤労世帯の家計の概要                           

（図 III-12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1 平均消費性向…消費支出÷可処分所得×100 

2 世帯主以外の収入…配偶者収入、他の世帯員収入 

3 その他の収入…事業・内職収入、他の経常収入、特別収入 
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IV 貯蓄・負債の概要（二人以上の世帯） 

１ 貯蓄の概況 

甲府市の二人以上の世帯における 2024 年の１世帯当たりの貯蓄現在高は 1,778 万円で、昨年より 434

万円増加し、全国の 1,984 万円に比べ 206 万円低い。 

年間収入は、甲府市 635 万円、全国 656 万円であり、年間収入に対する貯蓄現在高の割合は、甲府市が

280.0%で全国の 302.4%より 22.4 ポイント低い。 

                                                     (図 IV-1,図 IV-2,表 IV-1)  

図 IV-1 貯蓄現在高の推移（二人以上の世帯） 

 

図 IV-2 2024 年 貯蓄の構成比（二人以上の世帯） 
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表 IV-1 種類別貯蓄現在高（二人以上の世帯）

 

 

(単位：上段 万円，下段 ％)

年 貯蓄現在高
通貨性
預貯金

定期性
預貯金

生命保険
など

有価証券
金融機関外

※

2015 1,805 394 734 374 264 39 616 293.0
(21.8) (40.7) (20.7) (14.6) (2.2)

2016 1,820 412 727 378 265 38 614 296.4
(22.6) (39.9) (20.8) (14.6) (2.1)

  全 2017 1,812 442 712 377 246 36 617 293.7
　国 (24.4) (39.3) (20.8) (13.6) (2.0)

2018 1,752 460 657 362 234 39 622 281.7
(26.3) (37.5) (20.7) (13.4) (2.2)

2019 1,755 494 644 345 234 39 629 279.0
(28.1) (36.7) (19.7) (13.3) (2.2)

2020 1,791 556 607 357 240 31 634 282.5
(31.0) (33.9) (19.9) (13.4) (1.7)

2021 1,880 584 615 357 295 29 633 297.0
(31.1) (32.7) (19.0) (15.7) (1.5)

2022 1,901 634 578 362 294 33 641 296.6
(33.4) (30.4) (19.0) (15.5) (1.7)

2023 1,904 660 537 353 323 31 642 296.6
(34.7) (28.2) (18.5) (17.0) (1.6)

2024 1,984 692 538 347 377 30 656 302.4
(34.9) (27.1) (17.5) (19.0) (1.5)

2015 1,775 467 673 358 250 26 595 298.3
(26.3) (37.9) (20.2) (14.1) (1.5)

2016 1,516 351 686 289 163 27 630 240.6
(23.2) (45.3) (19.1) (10.8) (1.8)

  甲 2017 1,475 359 579 280 244 13 633 233.0
　府 (24.3) (39.3) (19.0) (16.5) (0.9)
　市 2018 1,627 391 653 289 256 37 580 280.5

(24.0) (40.2) (17.8) (15.7) (2.3)
2019 1,518 366 540 380 202 31 612 248.0

(24.1) (35.5) (25.0) (13.3) (2.0)
2020 1,626 506 480 323 288 28 647 251.3

(31.1) (29.5) (19.9) (17.7) (1.7)
2021 1,260 477 460 192 116 15 587 214.7

(37.9) (36.5) (15.2) (9.2) (1.2)
2022 1,474 522 460 266 210 15 564 261.3

(35.4) (31.2) (18.0) (14.2) (1.0)
2023 1,344 463 398 278 199 5 577 232.9

(34.5) (29.6) (20.7) (14.8) (0.4)
2024 1,778 684 460 334 289 11 635 280.0

(38.5) (25.9) (18.8) (16.3) (0.6)
※金融機関外…社内預金、勤め先の共済組合などへの預貯金など

年間収入
貯蓄年収比

（％）
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２ 負債の概況 

甲府市の二人以上の世帯における 2024 年の１世帯当たりの負債現在高は 702 万円で、昨年より 151 万

円増加し、全国の 663 万円に比べ 39 万円高い。 

全国、甲府市ともに住宅及び土地のための負債が９割以上を占める。 

年間収入に対する負債現在高の割合は、甲府市が 110.6%で全国の 101.1%より 9.5 ポイント高い。 

（図 IV-3,図 IV-4,表 IV-2) 

 

 

図 IV-3 負債現在高の推移（二人以上の世帯） 

 

図 IV-4 2024 年 負債の構成比（二人以上の世帯） 
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表 IV-2 種類別負債現在高（二人以上の世帯）

 

 

 

 

 

 

 

(単位：上段 万円，下段 ％)

年 負債現在高
住宅・土地の
ための負債

住宅・土地
以外の負債

月賦・年賦

2015 499 446 38 15 616 81.0
(89.4) (7.6) (3.0)

 全 2016 507 452 40 15 614 82.6
 国 (89.2) (7.9) (3.0)

2017 517 463 37 17 617 83.8
(89.6) (7.2) (3.3)

2018 558 501 40 18 622 89.7
(89.6) (7.2) (3.2)

2019 570 518 36 16 629 90.6
(90.9) (6.3) (2.8)

2020 572 518 36 18 634 90.2
(90.6) (6.3) (3.1)

2021 567 513 39 16 633 89.6
(90.3) (6.9) (2.8)

2022 576 526 35 15 641 89.9
(91.3) (6.1) (2.6)

2023 655 601 39 15 642 102.0
(91.8) (6.0) (2.3)

2024 663 612 35 15 656 101.1
(92.4) (5.3) (2.3)

2015 459 391 47 20 595 77.1
(85.4) (10.3) (4.4)

 甲 2016 425 406 7 13 630 67.5
 府 (95.3) (1.6) (3.1)
 市 2017 601 548 38 14 633 94.9

(91.3) (6.3) (2.3)
2018 551 440 95 15 580 95.0

(80.0) (17.3) (2.7)
2019 467 430 23 15 612 76.3

(91.9) (4.9) (3.2)
2020 655 577 66 13 647 101.2

(88.0) (10.1) (2.0)
2021 626 573 39 14 587 106.6

(91.5) (6.2) (2.2)
2022 424 407 9 8 564 75.2

(96.0) (2.1) (1.9)
2023 551 482 58 11 577 95.5

(87.5) (10.5) (2.0)
2024 702 637 49 16 635 110.6

(90.7) (7.0) (2.3)

年間収入
負債年収比

（％）
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３ 貯蓄・負債現在高（3 年移動平均）の都道府県庁所在市等との比較 

2022 年～2024 年の３か年平均の二人以上の世帯の貯蓄及び負債の現在高を都道府県庁所在市及び政

令指定都市 52 都市と比較すると、甲府市の貯蓄現在高は 39 位、負債現在高は 34 位、貯蓄から負債を差し

引いた額は 38 位となっている。 

 

図 IV-5 2022 年～2024 年平均 貯蓄・負債現在高の都道府県庁所在市等との比較（二人以上の世帯）
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V 『食料以外支出金額』品目別の都道府県庁所在市等ランキング（2022 年～2024 年平均） 

 

2022 年～2024 年平均の状況 

家計調査では、品目別に都道府県庁所在市及び政令指定都市別の１世帯当たり年間の支出金額（二人

以上の世帯）を集計している。 

食料品の詳細については、令和７年７月8日に公表している。 

（「家計調査（二人以上の世帯）『食料支出金額』品目別の都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング

（2022年（令和４年）～2024年（令和６年）平均）-山梨県（甲府市）のランキング-」 

（https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/HP/06kakeiranking.html） 

 

注１）対象世帯を無作為抽出しているため、単年データでは大きな変動が生じることがあり、傾向を安定して見

るため、３か年平均でランキングしている。                    

(1) 甲府市が１位の品目                      

 

図 V-1 品目別支出金額で甲府市が１位の品目（食料品以外） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) 甲府市が 52 位の品目 

 

図 V-2 品目別支出金額で甲府市が 52 位の品目（食料品以外） 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

注２）ランキング表の右下の（）は， 

（2021～2023 年平均支出金額，順位） 

(20,371 円, 3 位) 

(2,377 円,52 位) 

) 

(1,411 円,52 位) 
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※「他の仕送り金」…学校教育法に定める学校及び国内の予備校在学者に対する仕送り金（旅行費、クラブ活動費など
も含む）以外のその他の生活補助を目的とした仕送り金。 
※｢他の家事用耐久財｣…炊事、洗濯、掃除、裁縫などに用いる耐久財で、電子レンジ、炊事用電気器具、炊事用ガス
器具、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機以外の家事用耐久財。 
例：スチームアイロン、ミシン、布団乾燥機、芝刈機など 
※「家具・家事用品関連サービス」…家具・家事用品の借賃，分解掃除代，修理代(加工賃，出張費)及びそれらの洗濯
代。 
例：布団の借賃、たんすの修理代、布団の仕立代、エアコンクリーニング代など 
※「他のスポーツ施設使用料」…ゴルフプレー料金、スポーツクラブ（フィットネス・アスレチックジム）使用料（用具レンタル
料込みを含む）以外のスポーツ施設の利用料金。 
例：クレー射撃場、プール、スケート場の入場料。ボウリング代。フィールドアスレチック入場料。テニスコート、野球場、体
育館などの利用料 
   
 

 

 

(1,063 円,50 位) (1,389 円,51 位) 
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Ⅵ 統 計 表 

 

 

 

 

表１ 二人以上の世帯 1 世帯当たり 1 か月間の支出（全国・甲府市・大月市） 

 

表２ 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 1 世帯当たり 1 か月間の収入と支出（全国・甲府市・大月市） 

 

表３ 単身世帯 1 世帯当たり 1 か月間の支出（全国）  

 

表４ 単身世帯のうち勤労者世帯 1 世帯当たり 1 か月間の収入と支出（全国） 
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6
6

  
  

2
1
.0

  
  
  
 

 9
月

 1
0
月

2
.8

5
  
  

6
1
.6

  
  

3
2
1
,9

0
8

  
  

8
5
,1

3
1

  
  
 

3
3
,5

7
6

  
  

2
2
,1

8
5

  
  

1
3
,1

7
7

  
  

9
,8

1
3

  
  
  

1
0
,8

2
8

  
  

3
2
,2

8
9

  
  

1
1
,2

2
2

  
  

4
3
,5

4
3

  
  

6
0
,1

4
4

  
  

2
6
.4

  
  
  
 

 1
0
月

 1
1
月

2
.7

7
  
  

6
2
.2

  
  

3
3
1
,8

4
7

  
  

7
8
,7

5
4

  
  
 

4
8
,8

7
8

  
  

1
7
,9

5
7

  
  

1
1
,4

1
7

  
  

9
,5

5
4

  
  
  

1
3
,3

7
9

  
  

4
6
,3

5
2

  
  

1
2
,3

8
9

  
  

2
6
,8

6
3

  
  

6
6
,3

0
2

  
  

2
3
.7

  
  
  
 

 1
1
月

 1
2
月

2
.7

4
  
  

5
9
.9

  
  

3
6
4
,3

3
5

  
  

9
6
,8

8
6

  
  
 

2
5
,9

0
9

  
  

2
2
,9

2
3

  
  

1
2
,1

2
4

  
  

1
0
,9

4
6

  
  

1
2
,0

4
1

  
  

5
6
,4

5
5

  
  

1
2
,3

2
6

  
  

2
3
,6

6
4

  
  

9
1
,0

6
2

  
  

2
6
.6

  
  
  
 

 1
2
月

【
大

月
市

 】

2
0
2
4
年

2
.7

3
  
  

6
3
.6

  
  

2
7
9
,0

0
8

  
  

7
3
,5

8
3

  
  
 

1
0
,1

7
9

  
  

2
2
,6

4
0

  
  

1
1
,2

9
4

  
  

7
,4

4
8

  
  
  

1
3
,0

8
3

  
  

5
5
,9

3
4

  
  

1
7
,7

5
0

  
  

1
7
,2

6
7

  
  

4
9
,8

3
0

  
  

2
6
.4

  
  
  
 

2
0
2
4
年

※
大

月
市

は
2
0
2
4
年

か
ら

調
査

を
行

っ
て
い

ま
す
。

世
帯

人
員

(人
)

世
帯

主
の

年
齢

(歳
)

消
費

支
出

エ
ン

ゲ
ル

係
数

(％
)
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 統
計

表
２

二
人

以
上

の
世

帯
の

う
ち

勤
労

者
世

帯
　

１
世

帯
当

た
り

１
か

月
間

の
収

入
と

支
出

（
全

国
・

甲
府

市
・

大
月

市
）

（
円

）

定
期

収
入

臨
時

賞
与

食
料

費
住

居
費

【
 全

　
国

 】

2
0
1
5
年

3
.3

9
  
  

4
8
.8

  
  

5
2
5
,6

6
9

  
  

3
4
6
,6

9
1

  
  

3
,1

1
4

  
  
  
 

6
3
,0

7
9

  
  
 

6
4
,7

6
8

  
  
 

7
,9

4
4

  
  
  
 

2
,8

2
9

  
  
  
 

2
7
,7

8
2

  
  
 

9
,4

6
0

  
  
  
 

4
1
1
,1

5
0

  
  

4
1
3
,7

7
8

  
  

3
1
5
,3

7
9

  
  

7
4
,3

4
1

  
  

1
9
,4

7
7

  
  

2
0
1
6
年

3
.3

9
  
  

4
8
.5

  
  

5
2
6
,9

7
3

  
  

3
4
5
,6

7
9

  
  

3
,6

2
1

  
  
  
 

6
4
,2

3
3

  
  
 

6
5
,6

3
2

  
  
 

8
,7

6
9

  
  
  
 

2
,8

7
1

  
  
  
 

2
8
,0

5
5

  
  
 

8
,1

1
0

  
  
  
 

3
9
9
,8

0
1

  
  

4
0
7
,8

6
7

  
  

3
0
9
,5

9
1

  
  

7
4
,7

7
0

  
  

1
8
,8

6
2

  
  

2
0
1
7
年

3
.3

5
  
  

4
9
.1

  
  

5
3
3
,8

2
0

  
  

3
4
9
,2

5
8

  
  

3
,3

8
4

  
  
  
 

6
6
,7

9
4

  
  
 

6
5
,3

3
2

  
  
 

9
,0

6
7

  
  
  
 

2
,6

1
7

  
  
  
 

2
9
,3

5
1

  
  
 

7
,9

3
7

  
  
  
 

4
0
9
,3

6
4

  
  

4
1
2
,4

6
2

  
  

3
1
3
,0

5
7

  
  

7
4
,5

8
4

  
  

1
8
,5

3
2

  
  

2
0
1
8
年

3
.3

2
  
  

4
9
.6

  
  

5
5
8
,7

1
8

  
  

3
4
8
,4

0
2

  
  

3
,6

1
5

  
  
  
 

7
4
,0

1
8

  
  
 

7
2
,9

4
8

  
  
 

1
3
,6

2
1

  
  
 

3
,6

6
3

  
  
  
 

3
3
,6

2
3

  
  
 

8
,7

6
8

  
  
  
 

4
2
0
,3

3
0

  
  

4
1
8
,9

0
7

  
  

3
1
5
,3

1
4

  
  

7
6
,0

9
0

  
  

1
8
,2

0
0

  
  

2
0
1
9
年

3
.3

1
  
  

4
9
.6

  
  

5
8
6
,1

4
9

  
  

3
5
5
,0

5
6

  
  

4
,2

7
6

  
  
  
 

7
8
,9

3
1

  
  
 

8
3
,4

6
8

  
  
 

1
4
,5

7
4

  
  
 

4
,2

3
7

  
  
  
 

3
6
,4

5
8

  
  
 

9
,0

8
2

  
  
  
 

4
4
6
,9

0
9

  
  

4
3
3
,3

5
7

  
  

3
2
3
,8

5
3

  
  

7
7
,4

3
1

  
  

1
9
,2

9
2

  
  

2
0
2
0
年

3
.3

1
  
  

4
9
.8

  
  

6
0
9
,5

3
5

  
  

3
5
2
,0

7
9

  
  

4
,6

7
5

  
  
  
 

7
5
,1

4
8

  
  
 

8
9
,8

1
2

  
  
 

1
5
,1

6
8

  
  
 

3
,5

4
8

  
  
  
 

3
8
,6

9
8

  
  
 

3
0
,4

0
8

  
  
 

4
4
3
,5

3
9

  
  

4
1
6
,7

0
7

  
  

3
0
5
,8

1
1

  
  

7
9
,4

9
6

  
  

1
8
,8

2
4

  
  

2
0
2
1
年

3
.2

8
  
  

5
0
.1

  
  

6
0
5
,3

1
6

  
  

3
6
0
,2

9
9

  
  

4
,2

3
4

  
  
  
 

7
9
,9

8
4

  
  
 

9
0
,8

2
7

  
  
 

1
5
,6

2
9

  
  
 

3
,6

3
0

  
  
  
 

3
6
,8

5
9

  
  
 

1
3
,8

5
4

  
  
 

4
3
9
,6

2
6

  
  

4
2
2
,1

0
3

  
  

3
0
9
,4

6
9

  
  

7
8
,5

7
6

  
  

1
9
,8

4
8

  
  

2
0
2
2
年

3
.2

4
  
  

5
0
.4

  
  

6
1
7
,6

5
4

  
  

3
6
5
,1

2
8

  
  

3
,9

6
6

  
  
  
 

8
1
,8

1
2

  
  
 

9
7
,3

7
8

  
  
 

1
5
,7

2
8

  
  
 

4
,9

7
7

  
  
  
 

3
5
,8

5
8

  
  
 

1
2
,8

0
8

  
  
 

4
5
1
,9

3
6

  
  

4
3
7
,3

6
8

  
  

3
2
0
,6

2
7

  
  

8
0
,5

0
2

  
  

2
0
,1

1
5

  
  

2
0
2
3
年

3
.2

3
  
  

5
0
.4

  
  

6
0
8
,1

8
2

  
  

3
5
9
,7

6
2

  
  

3
,8

3
1

  
  
  
 

7
8
,2

6
9

  
  
 

9
7
,6

7
0

  
  
 

1
5
,2

6
9

  
  
 

4
,6

1
4

  
  
  
 

3
8
,6

3
5

  
  
 

1
0
,1

3
2

  
  
 

4
5
4
,3

0
4

  
  

4
3
2
,2

6
9

  
  

3
1
8
,7

5
5

  
  

8
4
,5

5
2

  
  

1
8
,9

7
1

  
  

2
0
2
4
年

3
.2

3
  
  

5
0
.5

  
  

6
3
6
,1

5
5

  
  

3
6
9
,4

9
9

  
  

4
,9

0
9

  
  
  
 

8
7
,0

3
9

  
  
 

1
0
4
,7

6
2

  
  

1
4
,9

0
0

  
  
 

4
,7

6
3

  
  
  
 

4
0
,0

6
4

  
  
 

1
0
,2

2
0

  
  
 

4
8
0
,3

9
9

  
  

4
3
8
,7

2
3

  
  

3
2
5
,1

3
7

  
  

8
7
,9

5
4

  
  

1
9
,0

5
5

  
  

【
 甲

府
市

 】

2
0
1
5
年

3
.3

3
  
  

4
8
.4

  
  

5
5
2
,1

3
2

  
  

3
6
5
,0

1
1

  
  

2
,7

9
3

  
  
  
 

7
3
,0

9
8

  
  
 

7
8
,0

9
7

  
  
 

3
,5

6
0

  
  
  
 

2
,3

4
1

  
  
  
 

1
9
,1

8
3

  
  
 

8
,0

5
0

  
  
  
 

4
1
5
,4

5
5

  
  

4
2
3
,6

5
4

  
  

3
1
0
,5

8
6

  
  

7
5
,5

8
8

  
  

1
3
,5

5
9

  
  

2
0
1
6
年

3
.1

8
  
  

4
6
.4

  
  

5
6
3
,4

3
6

  
  

3
4
9
,5

0
5

  
  

2
,2

2
7

  
  
  
 

6
8
,2

0
8

  
  
 

1
0
8
,3

0
9

  
  

6
,0

9
6

  
  
  
 

4
,1

5
3

  
  
  
 

1
9
,9

8
0

  
  
 

4
,9

5
9

  
  
  
 

4
1
8
,1

4
1

  
  

4
1
3
,4

5
2

  
  

2
9
8
,7

1
0

  
  

6
9
,1

9
4

  
  

2
5
,2

1
2

  
  

2
0
1
7
年

3
.2

5
  
  

5
2
.2

  
  

5
4
1
,6

9
0

  
  

3
3
2
,6

6
4

  
  

5
,0

1
7

  
  
  
 

5
8
,6

0
8

  
  
 

9
5
,2

1
1

  
  
 

4
,0

8
2

  
  
  
 

5
4
4

  
  
  
  
  

3
8
,6

3
0

  
  
 

6
,9

3
4

  
  
  
 

3
9
9
,1

0
5

  
  

4
1
9
,0

4
0

  
  

3
1
5
,0

0
7

  
  

7
3
,0

2
9

  
  

1
6
,5

4
1

  
  

2
0
1
8
年

3
.2

7
  
  

5
0
.3

  
  

5
3
7
,7

0
1

  
  

3
3
2
,9

3
9

  
  

4
,9

9
8

  
  
  
 

7
1
,5

0
6

  
  
 

7
7
,5

8
9

  
  
 

5
,9

5
9

  
  
  
 

2
,6

1
0

  
  
  
 

3
2
,1

0
6

  
  
 

9
,9

9
3

  
  
  
 

3
8
0
,9

9
6

  
  

3
9
7
,6

5
9

  
  

2
9
6
,3

1
5

  
  

7
3
,9

2
6

  
  

1
0
,1

7
3

  
  

2
0
1
9
年

3
.1

1
  
  

4
9
.1

  
  

6
1
5
,0

0
9

  
  

3
5
0
,1

9
3

  
  

1
,9

9
0

  
  
  
 

8
2
,5

4
9

  
  
 

1
1
2
,7

6
9

  
  

1
5
,4

9
7

  
  
 

7
2
0

  
  
  
  
  

3
7
,1

0
8

  
  
 

1
4
,1

8
4

  
  
 

4
0
5
,1

1
5

  
  

4
5
2
,5

9
7

  
  

3
2
8
,3

2
2

  
  

7
7
,7

5
5

  
  

2
3
,4

4
0

  
  

2
0
2
0
年

3
.2

3
  
  

4
8
.8

  
  

6
2
7
,1

2
9

  
  

3
4
9
,7

1
2

  
  

4
,8

0
2

  
  
  
 

6
4
,5

5
6

  
  
 

1
1
4
,9

7
1

  
  

1
5
,9

8
2

  
  
 

2
,7

9
6

  
  
  
 

4
0
,5

5
5

  
  
 

3
3
,7

5
5

  
  
 

4
2
5
,2

8
0

  
  

4
2
4
,1

4
8

  
  

3
0
6
,0

8
5

  
  

7
8
,4

1
3

  
  

1
8
,4

3
9

  
  

2
0
2
1
年

3
.2

1
  
  

4
6
.7

  
  

5
6
3
,2

7
5

  
  

3
2
6
,2

9
2

  
  

5
,5

0
8

  
  
  
 

8
7
,6

8
6

  
  
 

7
8
,3

6
5

  
  
 

2
0
,2

0
0

  
  
 

4
,0

1
3

  
  
  
 

2
4
,2

4
9

  
  
 

1
6
,9

6
1

  
  
 

4
1
9
,7

3
2

  
  

4
2
1
,0

9
1

  
  

3
1
3
,3

1
1

  
  

7
6
,1

5
4

  
  

2
1
,7

5
8

  
  

2
0
2
2
年

3
.1

3
  
  

5
0
.6

  
  

5
8
8
,3

0
1

  
  

3
3
8
,1

6
4

  
  

3
,9

9
3

  
  
  
 

8
0
,8

1
2

  
  
 

9
5
,6

7
3

  
  
 

1
0
,3

6
5

  
  
 

1
,6

2
2

  
  
  
 

4
5
,8

1
1

  
  
 

1
1
,8

6
2

  
  
 

4
3
0
,5

3
9

  
  

4
2
7
,1

3
5

  
  

3
2
2
,2

4
3

  
  

7
7
,3

9
0

  
  

2
3
,8

6
2

  
  

2
0
2
3
年

3
.0

9
  
  

5
1
.5

  
  

4
9
3
,8

0
1

  
  

2
8
3
,5

1
9

  
  

4
,3

5
6

  
  
  
 

7
0
,1

7
1

  
  
 

8
1
,2

8
4

  
  
 

3
,5

9
0

  
  
  
 

5
,1

4
3

  
  
  
 

3
5
,6

5
1

  
  
 

1
0
,0

8
8

  
  
 

4
4
6
,9

9
5

  
  

4
3
0
,4

3
2

  
  

3
4
1
,1

5
0

  
  

8
3
,3

5
1

  
  

2
1
,8

0
4

  
  

2
0
2
4
年

3
.2

1
  
  

5
2
.3

  
  

5
8
6
,0

1
1

  
  

3
7
0
,1

3
1

  
  

3
,2

9
1

  
  
  
 

6
7
,4

3
8

  
  
 

9
0
,6

2
4

  
  
 

6
,3

7
9

  
  
  
 

5
,0

9
9

  
  
  
 

3
1
,6

3
8

  
  
 

1
1
,4

1
1

  
  
 

4
4
9
,5

7
3

  
  

4
4
1
,6

4
5

  
  

3
3
9
,7

4
1

  
  

8
6
,7

2
4

  
  

1
5
,9

8
2

  
  

2
0
2
4
年

 1
月

3
.0

7
  
  

5
2
.4

  
  

7
4
0
,1

1
2

  
  

6
2
4
,2

1
5

  
  

9
,2

0
6

  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
 

8
2
,0

0
3

  
  
 

1
,9

2
1

  
  
  
 

7
,8

1
4

  
  
  
 

3
,6

9
8

  
  
  
 

1
1
,2

5
4

  
  
 

7
3
1
,1

6
1

  
  

4
3
6
,2

5
8

  
  

3
4
6
,1

3
1

  
  

8
7
,0

9
1

  
  

1
5
,7

6
0

  
  

 2
月

3
.0

4
  
  

5
2
.7

  
  

5
0
8
,5

5
2

  
  

3
4
9
,2

8
4

  
  

8
,7

5
0

  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
 

7
1
,6

3
3

  
  
 

3
,8

3
7

  
  
  
 

6
,8

1
4

  
  
  
 

5
8
,8

2
0

  
  
 

9
,4

1
5

  
  
  
 

4
2
3
,2

7
3

  
  

3
9
4
,9

5
0

  
  

2
9
4
,6

6
4

  
  

8
3
,0

4
9

  
  

1
9
,5

4
7

  
  

 3
月

3
.2

1
  
  

5
2
.6

  
  

4
5
0
,4

3
3

  
  

3
4
3
,7

3
0

  
  

5
,1

8
3

  
  
  
 

4
,7

3
7

  
  
  
 

6
8
,2

6
7

  
  
 

1
,4

5
5

  
  
  
 

8
,9

9
3

  
  
  
 

3
,6

8
0

  
  
  
 

1
4
,3

8
8

  
  
 

4
3
4
,4

1
4

  
  

4
0
7
,5

0
2

  
  

3
1
3
,5

3
6

  
  

8
8
,1

3
1

  
  

1
5
,0

4
7

  
  

 4
月

3
.2

4
  
  

5
2
.5

  
  

4
9
7
,2

5
4
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計
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帯
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光
熱
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・

通
信

費
教

育
費

教
養

・
娯

楽
費

そ
の

他
の

消
費

支
出

【
 全

　
国

 】

2
0
1
5
年

2
2
,9

7
1

  
  

1
1
,0

4
7

  
  

1
3
,5

6
1

  
  

1
1
,0

1
5

  
  

5
0
,0

3
5

  
  

1
8
,2

4
0

  
  

3
0
,3

6
4

  
  

6
4
,3

2
9

  
  

9
8
,3

9
8

  
  
 

5
2
9
,4

1
9

  
  

4
2
7
,2

7
0

  
  

1
1
1
,8

9
1

  
  

8
4
,4

3
4

  
  
 

7
3
.8

  
  
  
  
 

2
3
.6

  
  
  
  
 

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
,7

3
0

  
  

1
0
,8

5
4

  
  

1
3
,0

9
9

  
  

1
1
,2

9
5

  
  

4
8
,7

9
8

  
  

1
9
,6

1
2

  
  

3
0
,1

3
3

  
  

6
1
,4

3
9

  
  

9
8
,2

7
6

  
  
 

5
2
6
,9

6
2

  
  

4
2
8
,6

9
7

  
  

1
1
9
,1

0
6

  
  

9
1
,2

6
0

  
  
 

7
2
.2

  
  
  
  
 

2
4
.2

  
  
  
  
 

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
1
,1

6
4

  
  

1
0
,9

8
0

  
  

1
3
,1

8
4

  
  

1
1
,5

0
6

  
  

4
9
,6

1
0

  
  

1
9
,0

8
0

  
  

3
0
,5

2
7

  
  

6
3
,8

9
0

  
  

9
9
,4

0
5

  
  
 

5
4
0
,0

6
6

  
  

4
3
4
,4

1
5

  
  

1
2
1
,3

5
8

  
  

9
7
,0

0
9

  
  
 

7
2
.1

  
  
  
  
 

2
3
.8

  
  
  
  
 

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
1
,7

7
1

  
  

1
1
,3

3
8

  
  

1
3
,0

7
2

  
  

1
1
,9

7
3

  
  

5
1
,5

0
8

  
  

1
9
,1

3
1

  
  

2
9
,8

3
8

  
  

6
2
,3

9
4

  
  

1
0
3
,5

9
3

  
  

5
7
1
,5

4
2

  
  

4
5
5
,1

2
5

  
  

1
3
9
,8

1
1

  
  

1
2
1
,1

3
5

  
  

6
9
.3

  
  
  
  
 

2
4
.1

  
  
  
  
 

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
1
,8

3
8

  
  

1
2
,0

7
9

  
  

1
2
,9

3
5

  
  

1
2
,6

6
2

  
  

5
4
,9

4
3

  
  

1
8
,5

2
9

  
  

3
1
,9

4
8

  
  

6
2
,1

9
5

  
  

1
0
9
,5

0
4

  
  

6
1
4
,7

6
9

  
  

4
7
6
,6

4
5

  
  

1
5
2
,7

9
2

  
  

1
4
9
,7

0
3

  
  

6
7
.9

  
  
  
  
 

2
3
.9

  
  
  
  
 

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
1
,6

9
6

  
  

1
3
,3

6
4

  
  

1
0
,6

5
4

  
  

1
3
,0

6
8

  
  

4
9
,4

6
9

  
  

1
6
,5

4
8

  
  

2
6
,8

2
4

  
  

5
5
,8

6
8

  
  

1
1
0
,8

9
6

  
  

6
5
5
,3

4
9

  
  

4
9
8
,6

3
9

  
  

1
9
2
,8

2
8

  
  

1
7
5
,5

2
5

  
  

6
1
.3

  
  
  
  
 

2
6
.0

  
  
  
  
 

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
1
,4

4
8

  
  

1
2
,7

2
0

  
  

1
0
,4

6
3

  
  

1
3
,1

3
0

  
  

4
9
,5

1
2

  
  

1
9
,1

9
7

  
  

2
7
,4

5
2

  
  

5
7
,1

2
4

  
  

1
1
2
,6

3
4

  
  

6
4
2
,1

9
0

  
  

4
9
2
,6

8
1

  
  

1
8
3
,2

1
3

  
  

1
6
8
,7

0
6

  
  

6
2
.8

  
  
  
  
 

2
5
.4

  
  
  
  
 

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
4
,4

2
1

  
  

1
3
,0

0
0

  
  

1
1
,2

9
3

  
  

1
3
,7

0
8

  
  

5
0
,6

8
8

  
  

1
8
,1

2
6

  
  

2
9
,7

3
7

  
  

5
9
,0

3
6

  
  

1
1
6
,7

4
0

  
  

6
5
2
,5

1
8

  
  

5
0
0
,9

1
4

  
  

1
8
0
,2

8
6

  
  

1
6
8
,2

1
8

  
  

6
4
.0

  
  
  
  
 

2
5
.1

  
  
  
  
 

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
3
,5

6
6

  
  

1
2
,8

5
5

  
  

1
1
,3

4
4

  
  

1
3
,5

1
5

  
  

5
1
,1

9
9

  
  

1
6
,8

3
8

  
  

3
1
,1

4
9

  
  

5
4
,7

6
6

  
  

1
1
3
,5

1
4

  
  

6
5
4
,3

9
6

  
  

4
9
4
,6

6
8

  
  

1
7
5
,9

1
3

  
  

1
7
1
,9

9
0

  
  

6
4
.4

  
  
  
  
 

2
6
.5

  
  
  
  
 

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
2
,7

5
6

  
  

1
3
,1

6
1

  
  

1
1
,5

8
5

  
  

1
3
,8

1
4

  
  

5
0
,0

2
8

  
  

1
8
,4

5
6

  
  

3
1
,6

4
4

  
  

5
6
,6

8
5

  
  

1
1
3
,5

8
6

  
  

6
9
8
,1

3
4

  
  

5
2
2
,5

6
9

  
  

1
9
7
,4

3
2

  
  

1
8
9
,2

1
8

  
  

6
2
.2

  
  
  
  
 

2
7
.1

  
  
  
  
 

2
0
2
4
年

【
 甲

府
市

 】

2
0
1
5
年

2
2
,1

1
4

  
  

1
0
,3

9
2

  
  

1
4
,7

8
5

  
  

1
2
,2

1
4

  
  

4
5
,0

9
2

  
  

1
9
,3

6
5

  
  

3
5
,0

4
6

  
  

6
2
,4

3
3

  
  

1
1
3
,0

6
7

  
  

5
4
8
,6

1
8

  
  

4
3
9
,0

6
5

  
  

1
2
8
,4

7
9

  
  

8
9
,0

5
2

  
  
 

7
0
.7

  
  
  
  
 

2
4
.3

  
  
  
  
 

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
1
,3

8
5

  
  

1
2
,9

4
7

  
  

1
2
,0

7
0

  
  

1
1
,8

9
2

  
  

4
3
,2

7
2

  
  

1
1
,5

1
3

  
  

3
1
,3

2
4

  
  

5
9
,9

0
1

  
  

1
1
4
,7

4
3

  
  

5
7
2
,2

7
5

  
  

4
4
8
,6

9
4

  
  

1
4
9
,9

8
4

  
  

1
0
7
,1

8
7

  
  

6
6
.6

  
  
  
  
 

2
3
.2

  
  
  
  
 

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
2
,2

7
6

  
  

9
,4

8
1

  
  
  

1
2
,3

4
1

  
  

1
2
,2

4
0

  
  

4
4
,6

6
3

  
  

1
6
,4

3
6

  
  

3
2
,0

1
5

  
  

7
5
,9

8
5

  
  

1
0
4
,0

3
3

  
  

5
3
0
,3

1
2

  
  

4
3
7
,6

5
7

  
  

1
2
2
,6

5
0

  
  

9
9
,4

3
5

  
  
 

7
2
.0

  
  
  
  
 

2
3
.2

  
  
  
  
 

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
2
,3

4
4

  
  

9
,6

1
5

  
  
  

1
0
,9

0
5

  
  

1
0
,2

1
9

  
  

4
6
,3

6
9

  
  

1
6
,9

3
0

  
  

2
6
,0

7
4

  
  

6
9
,7

5
9

  
  

1
0
1
,3

4
4

  
  

5
2
9
,6

5
5

  
  

4
3
6
,3

5
7

  
  

1
4
0
,0

4
2

  
  

1
1
1
,1

1
9

  
  

6
7
.9

  
  
  
  
 

2
4
.9

  
  
  
  
 

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
1
,0

0
2

  
  

1
0
,2

6
3

  
  

1
1
,3

6
7

  
  

1
2
,2

8
1

  
  

6
2
,6

4
8

  
  

9
,5

7
4

  
  
  

3
1
,5

4
5

  
  

6
8
,4

4
7

  
  

1
2
4
,2

7
5

  
  

5
8
5
,8

7
2

  
  

4
9
0
,7

3
5

  
  

1
6
2
,4

1
3

  
  

1
7
4
,4

5
6

  
  

6
6
.9

  
  
  
  
 

2
3
.7

  
  
  
  
 

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
1
,0

4
7

  
  

1
2
,9

1
7

  
  

1
0
,1

4
4

  
  

1
2
,0

9
4

  
  

4
4
,9

2
5

  
  

1
5
,7

9
8

  
  

2
9
,1

0
1

  
  

6
3
,2

0
5

  
  

1
1
8
,0

6
3

  
  

6
4
8
,8

9
2

  
  

5
0
9
,0

6
6

  
  

2
0
2
,9

8
1

  
  

2
0
1
,7

2
6

  
  

6
0
.1

  
  
  
  
 

2
5
.6

  
  
  
  
 

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
,5

2
0

  
  

1
1
,5

0
5

  
  

1
0
,4

6
8

  
  

1
1
,6

7
8

  
  

5
4
,5

7
4

  
  

1
6
,5

7
9

  
  

2
4
,6

2
6

  
  

6
5
,4

4
7

  
  

1
0
7
,7

8
0

  
  

5
9
9
,9

7
7

  
  

4
5
5
,4

9
4

  
  

1
4
2
,1

8
4

  
  

1
4
6
,3

5
2

  
  

6
8
.8

  
  
  
  
 

2
4
.3

  
  
  
  
 

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
4
,6

3
8

  
  

1
2
,8

2
8

  
  

1
2
,2

8
1

  
  

1
3
,5

8
1

  
  

5
1
,0

8
6

  
  

1
0
,9

0
7

  
  

2
6
,3

7
8

  
  

6
9
,2

9
1

  
  

1
0
4
,8

9
3

  
  

6
2
1
,2

6
6

  
  

4
8
3
,4

0
8

  
  

1
6
1
,1

6
6

  
  

1
6
7
,6

8
7

  
  

6
6
.7

  
  
  
  
 

2
4
.0

  
  
  
  
 

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
2
,5

8
5

  
  

1
2
,8

9
0

  
  

1
1
,1

0
4

  
  

1
9
,6

3
2

  
  

6
7
,9

2
6

  
  

1
2
,7

1
3

  
  

3
1
,9

1
1

  
  

5
7
,2

3
3

  
  

8
9
,2

8
2

  
  
 

5
5
1
,3

6
8

  
  

4
0
4
,5

1
9

  
  

6
3
,3

6
9

  
  
 

9
1
,5

7
9

  
  
 

8
4
.3

  
  
  
  
 

2
4
.4

  
  
  
  
 

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
4
,1

7
9

  
  

1
4
,9

3
3

  
  

1
1
,3

8
7

  
  

1
3
,8

8
3

  
  

6
3
,3

2
7

  
  

1
4
,4

1
0

  
  

3
2
,2

7
8

  
  

6
2
,6

3
8

  
  

1
0
1
,9

0
4

  
  

6
2
4
,1

7
9

  
  

4
8
4
,1

0
7

  
  

1
4
4
,3

6
6

  
  

1
7
0
,6

7
6

  
  

7
0
.2

  
  
  
  
 

2
5
.5

  
  
  
  
 

2
0
2
4
年

2
0
2
4
年

 1
月

2
9
,7

7
7

  
  

1
4
,1

7
6

  
  

1
4
,4

1
9

  
  

1
5
,6

0
6

  
  

4
7
,8

1
7

  
  

1
5
,8

4
3

  
  

3
6
,1

0
0

  
  

6
9
,5

4
1

  
  

9
0
,1

2
7

  
  
 

8
1
0
,8

4
4

  
  

6
4
9
,9

8
5

  
  

3
0
3
,8

5
4

  
  

3
8
,1

8
4

  
  
 

5
3
.3

  
  
  
  
 

2
5
.2

  
  
  
  
 

2
0
2
4
年

 1
月

 2
月

3
0
,8

0
5

  
  

2
9
,5

3
6

  
  

7
,1

1
2

  
  
  

8
,5

7
9

  
  
  

3
7
,7

5
3

  
  

8
,4

9
4

  
  
  

2
6
,0

0
9

  
  

4
3
,7

8
0

  
  

1
0
0
,2

8
6

  
  

5
8
4
,8

7
4

  
  

4
0
8
,2

6
7

  
  

1
1
3
,6

0
3

  
  

1
3
0
,7

7
4

  
  

7
2
.2

  
  
  
  
 

2
8
.2

  
  
  
  
 

 2
月

 3
月

3
0
,9

6
6

  
  

1
2
,9

6
3

  
  

9
,5

8
5

  
  
  

1
1
,9

3
0

  
  

4
4
,9

6
4

  
  

1
3
,9

0
1

  
  

2
6
,4

9
9

  
  

5
9
,5

5
0

  
  

9
3
,9

6
6

  
  
 

5
1
8
,4

9
9

  
  

3
5
6
,4

6
8

  
  

4
2
,9

3
1

  
  
 

4
5
,3

5
5

  
  
 

8
8
.0

  
  
  
  
 

2
8
.1

  
  
  
  
 

 3
月

 4
月

2
9
,8

3
6

  
  

1
3
,6

4
0

  
  

1
5
,6

7
1

  
  

1
7
,2

3
5

  
  

4
6
,5

4
2

  
  

2
1
,4

3
9

  
  

2
7
,9

8
2

  
  

3
9
,6

5
1

  
  

1
0
5
,9

2
3

  
  

5
7
0
,9

9
2

  
  

3
9
1
,3

3
1

  
  

6
9
,8

5
8

  
  
 

6
4
,7

8
6

  
  
 

8
2
.1

  
  
  
  
 

2
6
.1

  
  
  
  
 

 4
月

 5
月

2
2
,8

6
1

  
  

1
8
,3

4
4

  
  

1
1
,8

4
7

  
  

1
9
,8

1
5

  
  

2
4
4
,4

3
4

  
1
3
,8

4
0

  
  

3
5
,3

1
7

  
  

3
5
,4

5
1

  
  

1
1
7
,6

9
0

  
  

5
2
1
,2

4
0

  
  

3
4
1
,0

2
9

  
  

-
1
5
3
,5

0
4

  
9
9
,0

0
2

  
  
 

1
4
5
.0

  
  
  
 

1
6
.7

  
  
  
  
 

 5
月

 6
月

1
9
,6

9
5

  
  

1
9
,1

9
9

  
  

1
2
,3

8
6

  
  

1
5
,0

1
2

  
  

4
1
,8

5
7

  
  

7
,3

3
9

  
  
  

3
4
,5

1
2

  
  

3
5
,4

3
3

  
  

1
2
3
,6

1
0

  
  

9
2
7
,8

6
2

  
  

7
6
2
,3

8
1

  
  

4
8
6
,5

3
7

  
  

4
7
7
,2

3
5

  
  

3
6
.2

  
  
  
  
 

2
9
.2

  
  
  
  
 

 6
月

 7
月

1
8
,0

9
2

  
  

1
1
,1

6
3

  
  

9
,4

3
2

  
  
  

1
5
,2

6
2

  
  

5
8
,0

7
8

  
  

8
,2

1
9

  
  
  

3
0
,4

9
2

  
  

4
0
,3

5
8

  
  

7
1
,7

2
1

  
  
 

5
0
5
,2

3
8

  
  

3
7
6
,9

2
7

  
  

8
7
,8

6
8

  
  
 

9
6
,2

2
9

  
  
 

7
6
.7

  
  
  
  
 

3
0
.4

  
  
  
  
 

 7
月

 8
月

2
5
,6

7
3

  
  

1
0
,0

7
2

  
  

1
0
,2

3
3

  
  

1
7
,4

6
4

  
  

3
7
,3

7
4

  
  

5
,4

0
9

  
  
  

3
1
,6

1
1

  
  

5
2
,2

0
4

  
  

8
6
,0

0
5

  
  
 

5
3
6
,2

0
6

  
  

4
2
5
,8

2
4

  
  

1
2
4
,6

2
7

  
  

1
8
8
,8

8
2

  
  

7
0
.7

  
  
  
  
 

3
1
.5

  
  
  
  
 

 8
月

 9
月

2
0
,8

0
7

  
  

1
3
,7

8
4

  
  

1
0
,0

1
8

  
  

1
2
,1

5
8

  
  

3
9
,5

5
2

  
  

2
7
,0

1
5

  
  

2
4
,7

1
4

  
  

9
6
,2

9
6

  
  

8
5
,2

0
2

  
  
 

4
6
8
,7

7
6

  
  

3
7
6
,5

9
5

  
  

3
3
,0

9
5

  
  
 

9
5
,3

8
7

  
  
 

9
1
.2

  
  
  
  
 

2
5
.5

  
  
  
  
 

 9
月

 1
0
月

2
1
,7

4
4

  
  

1
5
,7

2
0

  
  

9
,5

6
3

  
  
  

9
,9

3
4

  
  
  

3
4
,4

3
4

  
  

1
3
,6

2
6

  
  

5
7
,9

3
5

  
  

8
0
,6

0
1

  
  

7
9
,0

5
8

  
  
 

5
5
2
,1

8
0

  
  

4
2
6
,1

5
4

  
  

8
0
,5

3
7

  
  
 

1
8
3
,1

2
5

  
  

8
1
.1

  
  
  
  
 

2
5
.3

  
  
  
  
 

 1
0
月

 1
1
月

1
7
,6

7
1

  
  

1
0
,2

9
4

  
  

1
1
,8

7
9

  
  

1
2
,6

3
3

  
  

4
6
,6

6
1

  
  

2
1
,2

1
0

  
  

2
9
,2

2
8

  
  

8
9
,1

0
2

  
  

6
7
,9

2
0

  
  
 

4
3
3
,2

2
0

  
  

3
4
8
,5

5
5

  
  

1
1
,8

8
5

  
  
 

6
3
,9

6
0

  
  
 

9
6
.6

  
  
  
  
 

2
3
.6

  
  
  
  
 

 1
1
月

 1
2
月

2
2
,2

1
9

  
  

1
0
,3

0
4

  
  

1
4
,4

9
7

  
  

1
0
,9

6
4

  
  

8
0
,4

6
1

  
  

1
6
,5

8
3

  
  

2
6
,9

3
9

  
  

1
0
9
,6

8
2

  
2
0
1
,3

3
8

  
  

1
,0

6
0
,2

2
1

 
9
4
5
,7

7
2

  
  

5
3
1
,1

0
5

  
  

5
6
5
,1

9
9

  
  

4
3
.8

  
  
  
  
 

2
3
.7

  
  
  
  
 

 1
2
月

【
 大

月
市

 】

2
0
2
4
年

2
1
,6

8
7

  
  

1
3
,3

1
3

  
  

1
0
,5

1
2

  
  

1
0
,3

3
7

  
  

7
8
,3

5
1

  
  

3
4
,0

0
7

  
  

1
4
,8

5
4

  
  

5
0
,6

9
5

  
  

5
6
,9

6
0

  
  
 

5
0
0
,9

6
3

  
  

3
9
2
,0

6
5

  
  

6
8
,2

6
1

  
  
 

…
8
2
.6

  
  
  
  
 

2
4
.5

  
  
  
  
 

2
0
2
4
年

※
大
月
市

は
2
0
2
4
年

か
ら
調

査
を
行
っ

て
い
ま

す
。

平
均

消
費

性
向

(％
)

エ
ン

ゲ
ル

係
数

(％
)

月
別

非
消

費
支

出

実
支

出
以

外
の

支
払

（
繰

越
金

を
除

く
）

可
処

分
所

得
黒

字
貯

蓄
純

増



31 

 

 統
計

表
３

単
身

世
帯

　
１

世
帯

当
た

り
１

か
月

間
の

支
出

（
全

国
）

（
円

）

食
料

費
住

居
費

光
熱

・
水

道
費

家
具

・
家

事
用

品
費

被
服

・
履

物
費

保
健

医
療

費
交

通
・

通
信

費
教

育
費

教
養

・
娯

楽
費
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の
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※総務省統計局「家計調査年報」より（２０１２年(平成２４年)から掲載） 

【２０１２年（平成２４年）】 

□消費支出関係 

・ エコカー補助金の申請受付終了（９月） 

・ 東京電力電気料金の値上げ（９月） 

・ ＮＨＫ放送受信料の値下げ（10月） 

・ 復興支援・住宅エコポイント発行対象工事の着工・着手期間の終了（10月） 

□税，社会保険等関係 

・ 健康保険（協会けんぽ）料率の引上げ（３月） 

・ 介護保険第２号保険料率の引上げ（３月） 

・ 児童手当法の一部を改正する法律が施行（４月） 

・ 国民年金保険料の引下げ（４月） 

・ 厚生年金保険料率の引上げ（９月） 

・ 地球温暖化対策のための税（環境税）が施行（10月） 

□その他 

・ 復興庁発足（２月） 

・ 熊本市が政令指定都市に移行（４月） 

・ 金環日食を観測（５月） 

・ 東京スカイツリー開業（５月） 

・ 「平成24年７月九州北部豪雨」発生（７月） 

・ ロンドンオリンピック開催（７～８月） 

・ 夏期の節電要請（関西電力，九州電力などの電力管内で数値目標設定）（７～９月） 

・ 東京都丸の内駅舎，創建当時の姿に保存・復原され全面開業（10月） 

・ 国際通貨基金（IMF）・世界銀行年次総会が東京で開催（10月） 

・ iPS細胞を開発した京都大学の山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞（10月） 

・ 「中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故」発生（12月） 

・ 冬期の節電要請（北海道電力管内で数値目標設定）（12月～） 

【２０１３年（平成２５年）】 

□所得・消費関係 

・ 安倍内閣が進めた経済政策（いわゆる「アベノミクス」）により，「円安・株高」が進んだ（注） 

・ コンビニエンスストアにおいて，いれたての本格的ドリップコーヒーが人気となった 

・ 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税が非課税に（４月） 

・ 自動車損害賠償責任保険料の引上げ（４月） 

・ 消費者物価指数（総合）の対前年同月比が13か月ぶりに上昇に転じた（６月） 

・ 消費税率2014年４月１日に５％から８％へ引上げ決定（10月） 

・ 年金支給額の引下げ（10月） 

・ 児童扶養手当の引下げ（10月） 

・ 大手損害保険３社自動車保険料の引上げ（10月） 

□直接税・社会保険料関係 

・ 「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が施行（１月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

・ 厚生年金保険料率の引上げ（９月） 

□その他 

・ 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定への交渉参加を正式に表明（３月） 

・ 東京ディズニーリゾートの開園30周年（４月） 
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・ 富士山が世界文化遺産に登録（６月） 

・ 高知県四万十市で，国内観測史上最高の41.0度を記録するなど，全国的な猛暑（８月） 

・ 2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定（９月） 

・ 台風26号による大雨の影響で，伊豆大島で土砂災害発生（10月） 

・ ホテルやレストランにおいて，食材の虚偽表示の発覚相次ぐ（10月～） 

・ 「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録（12月） 

(注) 円相場は34年ぶりの下落率（中央相場 2012年12月28日：86.55円／ドル→2013年12月30日：105.30円／ドル････ -18％） 

日経平均株価は41年ぶりの上昇率（終値 2012年12月28日：10,395.18円→2013年12月30日：16,291.31円････ 57％） 

【２０１４年（平成２６年）】 

□所得・消費関係 

・ 「NISA（ニーサ）」（個人投資家向けの少額投資非課税制度）がスタート （１月） 

・ 消費税率の５％から８％への引上げ（４月） 

・ 消費税率引上げに伴い，低所得者等への影響を緩和する措置として，臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例

給付金・すまい給付金の実施 

・ 年金支給額の引下げ（４月） 

・ パーソナルコンピュータの代表的な基本ソフト（OS）の旧バージョンのサポート終了（４月） 

・ 中国の期限切れ鶏肉問題が発覚し，ハンバーガー店等の売上げに影響（７月） 

・ 人事院が７年ぶりに国家公務員給与引上げを勧告（８月） 

・ 安倍首相が 2015 年 10 月に予定していた消費税 10％への引上げの１年半先送り（2017 年４月）を正式表明（11

月） 

□直接税・社会保険料関係 

・ 介護保険第２号保険料率の引上げ（３月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

・ 個人住民税に復興特別税が加算（６月） 

・ 厚生年金保険料率の引上げ（９月） 

□その他 

・ ソチオリンピック・パラリンピック冬季競技大会開催（２月，３月） 

・ 関東甲信で記録的大雪，都心は 27 センチ，甲府は 114 センチの積雪（２月） 

・ 総務省が，日本の総人口の４人に１人が 65 歳以上（2013 年 10 月現在）と発表（４月） 

・ FIFA ワールドカップブラジル大会が開幕（６月） 

・ 富岡製糸場と絹産業遺産群が世界文化遺産に登録（６月） 

・ 「平成 26 年８月豪雨」が発生。広島県広島市で大規模な土砂災害（８月） 

・ デング熱の国内感染者が 69 年ぶりに確認される（８月） 

・ 御嶽山が７年ぶりに噴火。1991 年雲仙普賢岳の火砕流による犠牲者数を上回る（９月） 

・ 青色 LED の発明で，赤崎勇教授・天野浩教授・中村修二教授の３氏がノーベル物理学賞を受賞（10 月） 

・ ２週連続で大型台風が列島上陸（10 月） 

・ 日本銀行が追加の金融緩和策を決定，それを受けて株高・円安が進行（10 月） 

・ GDP の速報値は４－６月期，７－９月期と２期連続してマイナス（11 月） 

・ 消費税率引上げ先送りに関連し，衆議院を解散，総選挙（11 月，12 月） 

【２０１５年（平成２７年）】 

□所得・消費関係 

・ ふるさと納税の控除上限額拡大（１月） 

・ 介護報酬 2.27％引下げ（４月） 

・ 年金「マクロ経済スライド」を初実施。特例水準解消と合わせて 0.9％増に抑制（４月） 

・ 日経平均株価，15 年ぶりに一時２万円超え（４月） 
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・ 地方自治体が「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用した，プレミアム付商品券を順次販売 

・ 約 13 年ぶりの円安ドル高水準。対ドル一時 125 円 80 銭台（６月） 

・ 介護サービス利用料の負担割合が，一定の所得がある場合，原則１割から２割に（８月） 

・ 環太平洋経済連携協定（TPP）大筋合意。発効すれば，日本が輸入する農林水産品と工業製品を合わせた全

9,108 品目のうち 95％で最終的に関税が撤廃へ（10 月） 

・ 2017 年４月の消費税率引上げ（８％→10％）時の軽減税率の導入が閣議決定。食品（酒類，外食を除く）の税率

は８％（12 月） 

□直接税・社会保険料関係 

・ 自家用軽自動車に課せられる自動車税の引上げ（7,200 円→10,800 円）（４月） 

・ 介護保険第２号保険料率の引下げ（４月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

・ 厚生年金保険料率の引上げ（９月） 

・ 共済年金が厚生年金に統一（10 月） 

□貯蓄・負債関係 

・ 「所得税法の一部を改正する法律」により，ＮＩＳＡ（個人投資家向けの少額投資非課税制度）に関する租税特別

措置法の規定が改正され，金融機関の変更が一年単位で可能に（１月）  

・ 長期固定金利住宅ローン（フラット 35）の金利が史上最低の水準（２月）  

・ 年金「マクロ経済スライド」を初実施。特例水準解消と合わせて 0.9％増に抑制（４月）  

・ 日経平均株価，15 年ぶりに一時２万円超え（４月）  

・ 約 13 年ぶりの円安ドル高水準。対ドル一時 125 円 80 銭台（６月）  

・ 介護保険制度の改正により介護サービス費の負担割合を，一定以上の所得がある場合，原則１割から２割負担

へ。また，特定入所者介護サービス費の支給に当たっての勘案要素として「所得」の他に「資産」を追加（８月）  

・ 日本郵政と傘下のゆうちょ銀行，かんぽ生命保険が東京証券取引所第１部に株式を同時上場（11 月）    

□その他 

・ 北陸新幹線（長野～金沢間）開業（３月） 

・ 鹿児島県屋久島町の口永良部島で爆発的噴火が発生。箱根山（神奈川県，静岡県）や浅間山（群馬県，長野

県）でも火山活動が活発化（５月） 

・ 世界文化遺産に長崎県の「軍艦島」を含む「明治日本の産業革命遺産」が登録決定（７月） 

・ 「平成 27 年９月関東・東北豪雨」が発生。茨城県常総市で鬼怒川の堤防が決壊（９月） 

・ ６年ぶりとなる秋の大型連休「シルバーウィーク」，国内旅行が特に人気（９月） 

・ 改正労働者派遣法が施行。派遣可能期間の制限（改正前は原則１年，最長３年）が事実上撤廃（９月） 

・ ラグビーＷ杯イングランド大会開催。日本代表は強豪南アフリカに歴史的勝利。開催以降，ラグビー人気高まる

（９月，10 月） 

・ ６年ぶり暖冬予報，記録的な暖かさ。東日本では 12 月の平均気温が平年を２度近く上回る。積雪がなく，開業

が遅れるスキー場も（12 月） 

・ 訪日外国人旅客数が，前年（2014 年）の 1341 万３千人を 600 万人以上上回る 1973 万７千人と過去最高 

【２０１６年（平成２８年）】 

□所得・消費関係 

・ 日銀が金融機関の当座預金の一部にマイナス 0.1％の金利（マイナス金利）を適用（２月） 

・ 熊本地震発生。最大震度７の地震を２回観測（４月） 

・ 大手自動車メーカーの燃費データの不正が発覚。軽自動車販売に打撃（４月） 

・ 欧州連合（EU）残留・離脱を問うイギリスの国民投票の結果，「離脱」が「残留」を上回ったことを受け，２年７か月

ぶりに対ドル一時 99 円台と円相場が上昇，日経平均株価は 16 年ぶりに 1200 円超の下げ幅を記録（６月） 

・ 台風が相次いで上陸。上陸数は８月，９月の２か月間としては過去最多。天候不順により野菜などの価格が高騰 

・ 最低賃金が 25 円引上げ。比較可能な 2002 年以降上げ幅最大（10 月） 



36 

 

・ 消費税率の引上げ（８％→10％）を 2017 年４月から 2019 年 10 月に再延期する税制改正関連法が成立。生活

必需品である飲食料品の税率を８％に据え置く軽減税率の導入も延期（11 月） 

・ アメリカ大統領選挙でドナルド・トランプ氏が当選に必要な選挙人の過半数を獲得し，日経平均株価が上昇。年

末にかけて１万 9000 円台で推移。円相場は年末に対ドル一時 118 円台と円安（11 月，12 月） 

・ 映画「君の名は。」や「シン・ゴジラ」などヒット作が相次ぎ，興行収入が過去最高を記録 

□直接税・社会保険料関係 

・ 路線価の全国平均がリーマン・ショック前の 2008 年以来８年ぶりに上昇（１月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

・ 雇用保険料率の引下げ（４月） 

・ 厚生年金保険料率の引上げ（９月） 

□その他 

・ マイナンバー制度の運用開始（１月） 

・ 暖冬で冬（2015 年 12 月～２月）の平均気温が各地で過去最高を記録（１月，２月） 

・ 北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）開業（３月） 

・ ベルギー，フランスを始め世界各地でテロが相次ぎ，外国旅行に影響 

・ 電力の小売全面自由化により，家庭でも小売電気事業者を選択可能に（４月） 

・ 総務省が「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」により，大手携帯電話会社に，利用者

の通信料金の負担軽減等を要請（４月） 

・ 伊勢志摩サミット開催（５月） 

・ 世界文化遺産に「ル・コルビュジエの建築作品」の１つとして，東京都の国立西洋美術館が登録決定（７月） 

・ スマートフォン向けゲームアプリ「ポケモン GO」が人気に（７月） 

・ ８月 11 日が山の日として国民の祝日に（８月） 

・ リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック開催（８月，９月） 

・ 「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に登録決定（12 月） 

・ 訪日外国人旅客数が，前年（2015 年）の 1973 万７千人を 400 万人以上上回る 2403 万９千人と過去最多。ただ

し，１人当たりの旅行支出は前年に比べ減少 

【２０１７年（平成２９年）】 

□所得・消費関係 

・ 毎月の月末金曜日にいつもより少し豊かな時間を過ごし，消費活性化などにつなげる「プレミアムフライデー」の

取組が開始（２月） 

・ 酒類の過度の安売りを規制する改正酒税法が施行され，ビールやウイスキーの値上げが相次ぐ。規制強化前の

駆け込み需要の反動もあり，販売数量が減少（６月） 

・ 最低賃金が 25 円引上げ。2016 年と同様に、比較可能な 2002 年以降最大の上げ幅（７月） 

・ 公的年金の受給に必要な制度への加入期間が，これまでの 25 年間から 10 年間に短縮（８月） 

・ 大手自動車メーカーの無資格者による検査が発覚（９月）。登録車及び軽自動車販売に打撃（10 月以降） 

・ 2012 年 12 月から続く景気拡大が 2017 年９月で 58 か月に達し，戦後２番目に長い「いざなぎ景気」超え 

・ 11 月７日の終値は２万 2937 円と日経平均株価がバブル崩壊後の高値を更新。好調な企業業績を受け 25 年

10 か月ぶりの水準に 

・ 米の生産量を決める減反政策が 2017 年で終了することを受け，農家が高単価のブランド米や補助金が交付さ

れる飼料用米に生産をシフト。業務用米の不足感が強まり，パックご飯や牛丼など，中食や外食で使う米の価格

が高騰 

・ 海水温など海洋環境の変化により，さんま，さけ，スルメイカなどが記録的不漁。魚介類の価格が高騰 

□直接税・社会保険料関係 

・ 介護保険第２号保険料率の引上げ（３月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 
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・ 雇用保険料率の引下げ（４月） 

・ 厚生年金保険料率の段階的な引上げ終了。以降は 18.3％で固定（９月） 

□その他 

・ 総務省がふるさと納税に係る返礼品の返礼割合について，寄附額の３割以下とするよう全国の地方団体に要請

（４月） 

・ じゃがいもの不作を受け，ポテトチップスが店頭で品薄になる「ポテチショック」が拡大（４月） 

・ 将棋棋士の藤井聡太氏が将棋公式戦で 29 連勝し，30 年ぶりに連勝記録を更新（６月）。将棋教室に通う子供

が増加し，将棋ゲームなどの売上げが拡大 

・ 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」（福岡県）の世界遺産一覧表への記載が決定（７月） 

・ 九州北部で記録的大雨を観測（平成 29 年７月九州北部豪雨） 

・ 生鮮の魚介類に寄生する「アニサキス」や高温多湿などの影響により，各地で食中毒が多発 

・ 家庭用ゲーム機「Nintendo Switch™（ニンテンドースイッチ）」の売れ行きが好調。３月の発売当初から国内市場

全体で品薄状態が継続 

・ 訪日外国人旅客数が，前年（2016 年）の 2404 万人を 450 万人以上上回る 2869 万１千人と過去最多。なお，１

人当たりの旅行支出は前年に比べ減少 

【２０１８年（平成３０年）】 

□所得・消費関係 

・ 猛暑の影響でエアコン特需。日本電機工業会（JEMA）によると，国内出荷台数は統計開始以来，過去最高

の約 176 万台となり，前年同月比 10.9％の増加（７月） 

・ 最低賃金が全国平均で 26 円引き上げられ 874 円に。比較可能な 2002 年以降最大の引上げ幅（８月） 

・ 有効求人倍率が 1.64 倍（季節調整値）で 1974 年１月以来の高水準（９月） 

・ たばこ税率の引上げ。税率改定は８年ぶりで，今後段階的に引き上げられる。あわせて，加熱式たばこにつ

いては独自の課税区分が新設（10 月） 

・ ４Ｋ・８Ｋ放送の新たな放送サービスが開始（12 月） 

・ 新天皇の即位の日（2019 年５月１日）を祝日とする法律が施行（12 月），祝日法の適用と合わせ，2019 年

のゴールデンウィークが 10 連休に 

・ 経団連がまとめた，大企業が支給するボーナスの平均妥結額は夏 95 万 3905 円，冬 93 万 4858 円と，とも

に過去最高。それぞれ前年比 8.62％，6.14％増加（８月，12 月） 

・ 日経平均株価は 10 月２日，終値２万 4270 円となり，1991 年 11 月以来約 27 年ぶりの水準でバブル崩壊

後の高値を更新。また，12 月 25 日，世界経済への先行き不安などの影響から，終値１万 9155 円と，2017

年４月以来約１年８か月ぶりの水準 

・ 主要コンビニの年間の全店売上高が 10 兆 9646 億円となり,前年比 2.6％の増加で，比較可能な統計のあ

る 2005 年以降 13 年連続の増加 

□直接税・社会保険料関係 

・ 所得税配偶者控除について，控除額 38 万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が 103 万円から 150

万円に引上げ（１月） 

・ 介護保険第２号保険料率の引下げ（３月） 

・ 介護保険第１号保険料の引上げ（４月） 

□その他 

・ 平昌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会開催（２月，３月） 

・ FIFA ワールドカップロシア大会開幕。日本はベスト 16 に進出（６月～７月） 

・ 大阪府北部で最大震度６弱の地震が発生（６月） 

・ 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（長崎県，熊本県）が世界文化遺産に登録決定（６月） 

・ 11 府県で大雨特別警報が発令され，記録的な大雨を観測。西日本を中心として広域的かつ同時多発的

に，河川の氾濫，崖崩れ等の土砂災害が発生（2018 年７月西日本豪雨） 
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・ ７月 23 日に埼玉県熊谷市で最高気温が 41.1 度となり，歴代全国１位を更新するなど，夏（６～８月）は東

日本・西日本で記録的な高温に 

・ 台風 21 号が四国・近畿を縦断し，関西国際空港が高潮で一部冠水（９月） 

・ 北海道で最大震度７の地震が発生。土砂崩れや大規模停電が発生（2018 年９月北海道胆振東部地震） 

・ 大坂なおみ選手がテニスの全米オープンで，日本選手としては初の４大大会での優勝（９月） 

・ 「来訪神：仮面・仮装の神々」（「男鹿のナマハゲ」（秋田県）など）がユネスコ無形文化遺産に登録（11 月） 

・ 離脱表明した米国以外の 11 か国の間での「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協

定（TPP11 協定）」が発効（12 月） 

・ 2018 年の訪日外国人数が全国で前年比 8.7％増の 3119 万２千人（暫定値）と，3000 万人を突破 

【２０１９年（令和元年）】 

□所得・消費関係 

・ 労働基準法が改正され，法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し「年５日の年次有給

休暇の確実な取得」が義務化（４月） 

・ 皇位継承に伴いゴールデンウィークが10連休に。鉄道・航空とも過去10年間で最高の旅客数（４月～５月） 

・ 労働力調査の結果によると，女性の就業者数が比較可能な1953年以降初めて3000万人（原数値）を突破（６月） 

・ 最低賃金が全国平均で27円引き上げられ901円に。比較可能な2002年以降最大の引上げ幅（７月） 

・ 消費税率の８％から10％への引上げ。食料品などは軽減税率を適用（10月） 

・ 消費税率引上げ後の９か月間に限り，需要平準化対策として，中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段 

を使ったポイント還元を支援するキャッシュレス・ポイント還元事業が開始（10月） 

・ 幼児教育の無償化が開始。幼稚園，保育所，認定こども園などを利用する３歳から５歳児の子供，住民税非課 

税世帯の０歳から２歳児までの子供の利用料が無料に（10月） 

・ 経団連がまとめた大企業が支給するボーナスの平均妥結額は，夏92万1107円，冬95万1411円と，それぞれ前

年比3.44％の減少，1.77％の増加（８月，12月） 

・ 「キャッシュレス還元」の効果などで客単価が上昇したことなどにより，主要コンビニの年間の全店売上高が11兆

1608億円となり,前年比1.7％の増加で，比較可能な統計のある2005年以降14年連続の増加 

・ 2020年１月にウィンドウズ７のサポートが終了する影響でパソコン特需。電子情報技術産業協会（JEITA）による

と，国内出荷台数は前年比37.4％の増加 

・ 米中関係の悪化などの影響から，８月の日経平均株価は２万1000円割れで推移。その後，両国の関係改善など 

により10月から年末にかけて堅調に推移 

□直接税・社会保険料関係 

・ 介護保険第２号保険料率の引上げ（３月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

・ 2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車（登録車）から，自動車税（種別割）の税率引下 

げ。自動車取得税が廃止され，環境性能割が導入（10月） 

□その他 

・ 日本と欧州連合（EU）の経済連携協定（EPA）が発効（２月） 

・ 天皇陛下が即位。「令和」に改元（５月） 

・ 2020年東京オリンピックチケットの抽選受け付けが開始（５月） 

・ 山形県沖を震源とする最大震度６強の地震が発生（６月） 

・ 仁徳天皇陵古墳を含む「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産に登録決定（７月） 

・ 梅雨前線の影響などで曇りや雨の日が多く，東日本では７月としては12年ぶりの低温に（７月） 

・ 渋野日向子選手がゴルフ全英女子オープンで優勝。日本人選手として42年ぶりに海外メジャーを制覇（８月） 

・ 九州北部で記録的な大雨を観測（８月） 

・ 台風15号（令和元年房総半島台風）が千葉県を直撃。大規模停電が長期間発生（９月） 

・ ラグビーワールドカップ日本大会が開幕。日本は初のベスト８に（９～11月） 
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・ 東日本と西日本の秋の気温は，1946年以来過去最高に（９～11月） 

・ 台風19号（令和元年東日本台風）が関東地方を通過し，18都県の103地点で24時間降水量の記録を更新。阿武 

隈川や千曲川など，河川の氾濫，決壊が相次ぐ。鉄道事業者が計画運休を実施（10月） 

・ インフルエンザが早期流行。1999年以降では，新型インフルエンザが流行した2009年を除いて最も早い「流行 

入り」（11月） 

・ 天皇陛下の「即位礼正殿の儀」（10月），即位祝賀パレード「祝賀御列の儀」（11月） 

・ 12月23日の旧天皇誕生日が平日となる一方で，日並びの関係で年末年始が９連休に 

・ 高齢ドライバーによる重大事故や「あおり運転」が社会問題化。JEITAによると，上半期（４～９月）のドライブレコ

ーダー国内出荷台数は前年同期比45.2％の増加 

・ 2019 年の訪日外国人数が全国で前年比 2.2％増の 3188 万２千人（推計値）と，８年連続の増加 

【２０２０年（令和２年）】 

□所得・消費関係 

・ ウィンドウズ７のサポートが終了（１月） 

・ 新型コロナウイルスの感染予防への意識の高まりにより，マスク，殺菌消毒剤やウェットティッシュなどの衛生用品

の売上げが急伸（２月以降） 

・ ゴールデンウィークの旅客数は，緊急事態宣言による外出自粛などの影響と昨年の 10 連休の反動により，鉄

道・航空とも９割以上の減少（４月及び５月） 

・ 前年の消費税率引上げに伴う需要平準化対策として行った，中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使

ったポイント還元を支援するキャッシュレス・ポイント還元事業が終了（６月） 

・ 全国の小売店でプラスチック製レジ袋の有料化が開始（７月）。その影響でエコバッグの売上げが好調 

・ 経団連がまとめた大企業が支給するボーナスの平均妥結額は，夏 90 万 1147 円，冬 86 万 5621 円と，それぞ

れ前年比 2.17％の減少，9.02％の減少（８月及び 12 月） 

・ たばこ増税により，JT（日本たばこ産業株式会社）は，たばこの価格を 224 銘柄で値上げ。１箱当たり主として 50

円の値上げ（10 月） 

・ 酒税法改正により， 350ml 当たり，ビール系飲料はビールが７円値下げ，新ジャンルが 10 円値上げ。ビール系

飲料以外では清酒が 3.5 円値下げ，果実酒が 3.5 円値上げ（10 月） 

・ 日経平均株価は 11 月 26 日，前日に米株式市場でナスダック総合株価指数が過去最高値を更新した影響で，

終値２万 6537 円となり，1991 年４月以来およそ 29 年半ぶりの高値を更新（11 月） 

・ 2020 年４～６月期の国内総生産（GDP）速報値は年率換算で 27.8％の減少。新型コロナウイルスの感染拡大の 

影響により戦後最大の下落幅 

・ 外出自粛などの影響により外食産業の売上げは大幅な落ち込み。日本フードサービス協会によると，前年比

15.1％の減少と，調査開始以来，最大の下げ幅 

・ 日本電機工業会（JEMA）によると，空気清浄機や調理家電などの白物家電の国内出荷額は，巣ごもり需要や，

特別定額給付金の影響により前年比 1.0％の増加と，５年連続の増加で約 24 年ぶりの高水準 

・ 外出自粛による巣ごもり需要などの影響により，DIY 関連の売上げが好調。経済産業省の商業動態統計による 

と，ホームセンター販売の「DIY 用具・素材」は，前年比 9.4％の増加 

□直接税・社会保険料関係 

・ 介護保険第２号保険料率の引上げ（３月） 

・ 自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自賠責保険の保険料が平均で 16.4％引下げ（４月） 

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

・ 厚生年金保険料率の引上げ（標準報酬（月額）63 万 5000 円以上の高所得者のみ）（９月） 

□新型コロナウイルス感染症関係 

２月 

・ スポーツ，文化イベント等の中止，延期又は規模縮小などの対応を要請（26日） 

・ 全国全ての小中高校等に対し，３月２日から春休みまでの臨時休校を要請（28日） 
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３月 

・ 感染拡大防止のため，東京都が週末の外出自粛を要請（25日）（後に他県も外出自粛や東京との往来自粛を要

請） 

４月 

・ 緊急事態宣言を発出（７日に７都府県，16日に全国に拡大）。都道府県をまたぐ移動やイベント開催の自粛要請 

なども含む 

５月 

・ 特別定額給付金の申請受付を開始（１日）（自治体により開始日が前後） 

・ 緊急事態宣言を順次解除（14日39県，21日近畿３府県，25日全面解除） 

６月 

・ 緊急事態宣言に伴い要請していた都道府県をまたぐ移動の自粛要請を全面解除（19日） 

７月 

・ イベント開催制限の上限を収容人数5,000人までに緩和（10日） 

・ 各地で感染が再拡大し，自治体で独自に警戒レベルの引上げや営業時間の短縮要請などを実施 

・ 東京発着を除いて，「Go To トラベル」が開始（22日） 

８月 

・ 全国知事会がお盆時期の帰省について慎重に判断するよう要請（８日） 

９月 

・ 「Go To トラベル」において，10月１日以降の東京発着旅行商品の販売が開始（18日） 

・ イベント開催制限の上限を収容人数の50％まで緩和（19日） 

10月 

・ 「Go To トラベル」において，東京発着分が対象になる。また，地域共通クーポンが発行開始（１日） 

・ 「Go To イート」において，飲食のオンライン予約に対するポイント付与が開始（１日）（食事券発行は自治体によ

り開始日が前後） 

・ 「Go To 商店街」で採択された事業が各地で順次開始（19日） 

・ 「Go To イベント」が開始。イベント等のチケット代の割引又はクーポン若しくはポイントを付与（29日） 

11月 

・ 各地で感染が再拡大。札幌市，大阪市を３週間「Go To トラベル」の対象外とし，「Go To イート」のプレミアム付

食事券の新規発行停止を要請するなど「Go To キャンペーン」を一部見直し（24日）。一部自治体において飲食

店などへ営業時間 

・ 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が感染者急増地域への往来自粛を提言（25日） 

・ 「Go To イート」において，予算上限に達したため全てのオンライン予約サイトでポイント付与を終了（29日） 

12月 

・ 年末から，「Go Toトラベル」を全国で一斉停止することを決定（名古屋市は14日から，広島市は16日から，東京

都は18日からそれぞれ先行して停止）。同様に「Go To イベント」及び「Go To 商店街」を一時停止。また，

「GoTo イート」の食事券販売停止と利用自粛呼びかけを検討するよう都道府県知事に要請（16日） 

□その他 

・ 山手線で 49 年ぶりの新駅となる「高輪ゲートウェイ駅」が品川―田町間に開業（３月） 

・ 東京オリンピック・パラリンピックの開催延期が決定（３月） 

・ 高校野球（春夏の甲子園）の開催中止や，プロ野球，大相撲などの国内主要スポーツの開催延期（３月） 

・ Nintendo Switch（ニンテンドースイッチ）ソフト「あつまれ どうぶつの森」の世界販売本数が発売から 12 日間で

1177 万本を記録（３月） 

・ 道路交通法改正により，妨害運転（「あおり運転」）に対する罰則の創設（６月） 

・ 梅雨前線が停滞した影響で九州を中心に記録的な豪雨となり，熊本県球磨川などが氾濫（７月） 

・ 約７年８か月ぶりに首相交代。菅義偉内閣が発足（９月） 
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・ 統計開始以来初となる，各地で 11 月に連続して夏日を観測 

・ 10 月に公開した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の興行収入が公開 73 日間で歴代一位到達（12 月） 

・ 2020 年の台風の日本上陸，2008 年以来 12 年ぶりになし 

【２０２１年（令和３年）】 

□所得・消費関係  

・ 携帯電話会社各社が、オンライン手続を前提とした低価格なプランの提供を開始（３月）  

・ ゴールデンウィークの旅客数は、鉄道・航空共に昨年と比較して大幅に回復するも、2019 年と比較すると６割 

から７割の減少（４月及び５月）  

・ 経団連がまとめた、大企業が支給するボーナスの平均妥結額は、82 万 6647 円（夏）、82 万 955 円（冬）と、それ 

ぞれ 8.27％の減少、5.16％の減少（８月及び 12 月）  

・ 日経平均株価は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展などにより経済正常化への期待が高まったこと 

で、９月 14 日に３万 670 円の終値となり、1990 年８月以来 31 年ぶりの高値を更新（９月）  

・ 東南アジアにおける新型コロナウイルス感染拡大による部品供給の遅れなどの影響により、国内新車販売台 

数（軽自動車含む）が 53 年ぶりの低水準（９月及び 10 月）  

・ たばこ税の税率が１本当たり１円引き上げられ、各銘柄が値上がり（10 月）  

・ 日本フードサービス協会によると、外食産業の年間の全体売上げは、前年比 1.4％、一昨年比で 16.8％の減少  

・ エネルギー価格の上昇などにより、消費者物価指数（総合、前年同月比）は９月にプラスとなり、12 月には 

0.8％の上昇に  

・ 家計消費状況調査によると、ネットショッピング支出金額、電子マネー利用世帯の割合共に過去最高に  

□直接税・社会保険料関係  

・ 自動車やバイクの所有者に加入が義務づけられている自賠責保険の保険料が平均で 6.7％引下げ（４月）  

・ 国民年金保険料の引上げ（４月）  

□新型コロナウイルス感染症関係  

１月 

・２回目の緊急事態宣言を発出（８日４都県に発出、14 日７府県を追加） 

２月 

・医療従事者へのワクチン先行接種を開始（17 日） 

３月 

・２回目の緊急事態宣言を順次解除（２月８日１県、３月１日６府県、３月 22 日全面解除） 

・医療従事者への２回目のワクチン接種を開始 

４月 

・全国知事会が第４波の到来を受け、緊急提言を発表（４日） 

・まん延防止等重点措置を３府県の一部地域で初めて適用（５日） 

・高齢者へのワクチン接種を開始（12 日） 

・国内で新たな変異株（デルタ株）を初めて確認（20 日） 

・３回目の緊急事態宣言を発出（25 日４都府県に発出、５月 12 日２県、16 日３道県、23 日１県を追加） 

５月 

・自衛隊大規模接種センターでのワクチン接種を開始（24 日） 

６月 

・３回目の緊急事態宣言、沖縄県を除き解除（21 日） 

・ワクチン職域接種を開始 

７月 

・緊急事態宣言の対象地域を追加（12 日１都、８月２日４府県、20 日７府県、27 日８道県を追加） 

８月 

・全国知事会がデルタ株の感染拡大による第５波の抑え込みに向け、緊急提言を発表（１日） 
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・国内の新規陽性者数が２万 5975 人に（2021 年内最多）（20 日） 

９月 

・緊急事態宣言を順次解除（13 日２県、10 月１日全面解除） 

・飲食店等への営業時間短縮要請を継続 

・新型コロナウイルス感染症の医療用抗原検査キットが薬局で販売可能に（27 日） 

10 月 

・飲食店等への営業時間短縮要請を解除（25 日） 

11 月 

・イベント参加人数の上限を１万人とする制限の解除により、収容人数の半分まで収容可能に 

・国内で新たな変異株（オミクロン株）を初めて確認（30 日） 

12 月 

・医療従事者への３回目のワクチン接種を開始（１日） 

・新型コロナウイルス感染症の治療薬として飲み薬「モルヌピラビル」を承認（24 日） 

・２回目のワクチン接種率が 77.9％に（28 日） 

□その他  

・ アメリカ合衆国第 46 代大統領にジョー・バイデン氏が就任（１月）  

・ １回目の大学入学共通テストを実施（１月）  

・ 松山英樹選手がマスターズ・トーナメントで優勝。男子ゴルフの４大メジャー大会で日本人が優勝するのは初め

て（４月）  

・ 上野動物園で双子のジャイアントパンダが誕生（６月）  

・ 梅雨前線の影響により記録的な大雨が降り、静岡県熱海市で土石流が発生（７月）  

・ 多くの固有種が生息する「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」（鹿児島県、沖縄県）が世界自然遺産

に、「北海道・北東北の縄文遺跡群」（北海道、青森県、岩手県、秋田県）が世界文化遺産に登録決定（７月） 

・ 延期となっていた東京オリンピック・パラリンピックを原則無観客で開催。日本は、オリンピックでは夏冬通じて最

多となる 58 個、パラリンピックでは史上２番目となる 51 個のメダルを獲得（７月～９月）  

・ 2020 年と同様にスポーツの日を７月に移動するなどして、７月は４連休（オリンピック開会式）、８月は３連休（閉会

式）に（７月及び８月）  

・ 前線の停滞により東・西日本の各地で長期間にわたり大雨（８月）  

・ デジタル庁が発足（９月）  

・ 第 100 代内閣総理大臣として自民党岸田文雄総裁が選出され、岸田内閣が発足（10 月）  

・ 衆議院を解散、総選挙（10 月）  

・ 将棋のプロ棋士である藤井聡太三冠が竜王を獲得し史上最年少の 19 歳で四冠に（11 月）  

・ 大谷翔平選手が満票を獲得し、日本人で２人目の大リーグＭＶＰに選出（11 月）  

・ 学校基本調査の結果によると、大学の在学者のうち学部生の人数が 262 万６千人となり、前年度から２千人増加

し過去最高を更新（12 月）  

・ 12 月に公開した「劇場版 呪術廻戦０」が公開３日間の興行収入・観客動員数で歴代２位を記録（12 月）  

・ 年平均気温が 2020 年と並び 1898 年以降最も高い値に 

【２０２２年（令和４年）】 

□所得・消費関係  

・ ガソリンや灯油などの燃料価格の上昇を抑えるため、初の燃料油価格激変緩和対策事業を発動（１月）  

・ 「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を決定。ガソリン等価格抑制の補助金を拡充し、期限を延長（４月） 

・ ３年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークとなったことで、各地で人出が前年超（４月及び５月）  

・ 経団連がまとめた、大企業が支給するボーナスの平均妥結額は、89 万 9163 円（夏）、89 万 4179 円（冬）と、そ

れぞれ 8.8％の増加、8.9％の増加。増加幅は、共に、現行の集計方法となった 1981 年以降最高（８月及び 12

月） 
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・ 政府・日本銀行は、急激な円安の進行を防ぐため、ドル売り・円買いの市場介入を 24 年３か月ぶりに実施（９月）  

・ 東京外国為替市場で、円相場が一時１ドル＝151 円台後半に下落。約 32 年ぶりの円安ドル高（10 月）  

・ 消費者物価指数（総務省）の、生鮮食品を除く総合指数は、10 月の前年同月比が 3.6％上昇と、40 年８か月ぶ

りの上昇幅となり、12 月には 4.0％の上昇に  

・ 日経平均株価は、ロシアのウクライナ侵攻や、原油価格の高騰などを背景に、３月８日に２万 4717 円の終値とな

り、2022 年内最安値に  

・ 2022 年の国内新車販売台数（軽自動車含む。）は、半導体不足などの影響により、45 年ぶりの低水準  

・ 日本フードサービス協会による外食産業の年間売上げは、前年比 13.3％の増加、2019 年比で 5.8％の減少  

□直接税・社会保険料関係  

・ 介護保険第２号保険料率の引下げ（４月）  

・ 国民年金保険料の引下げ（４月）  

□その他  

・ 北京冬季オリンピック・パラリンピックが開催。日本は、冬季オリンピックで過去最多となる 18 個のメダルを獲得。

パラリンピックでは７個のメダルを獲得（２月及び３月）  

・ 将棋の藤井聡太棋士が、最年少で史上４人目の五冠（２月）  

・ 福島県沖を震源とする地震が発生。宮城県及び福島県で震度６強の揺れを観測（３月）  

・ 経済産業省が、福島県沖地震による一部発電所停止などの影響により、東京電力管内で「需給ひっ迫警報」を

初めて発令。次いで、東北電力管内でも発令（３月）  

・ 国際連合安全保障理事会の非常任理事国に日本が選出。12 回目で、国連加盟国中最多の選出回数（６月）  

・ 群馬県伊勢崎市で観測史上初めて、６月の気温が 40 度を超えるなど、全国で記録的な高温に（６月）  

・ 経済産業省が、高温による電力需要増大などの影響により、東京電力管内で「電力需給ひっ迫注意報」を初め

て発令（６月）  

・ 参議院議員選挙。女性当選者数は 35 人で過去最多（７月）  

・ テニスの国枝慎吾選手が車いすの部男子シングルスで初めて四大大会、パラリンピックを全制覇（７月）  

・ 第２次岸田改造内閣が発足（８月）  

・ 第 104 回全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）が３年ぶりに一般の観客を入れて開催。宮城県代表の

仙台育英高校が東北勢として初優勝（８月）  

・ 台風 14 号及び 15 号の影響により九州を中心とした西日本や、東日本の太平洋側などで記録的な大雨（９月）  

・ 西九州新幹線（武雄温泉～長崎間）が部分開業（９月）  

・ プロ野球東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手が、58 年ぶりに日本人選手最多本塁打の記録を更新し、最年

少で三冠王（10 月）  

・ 東日本の平均気温が、11 月として観測史上最も高くなるなど、全国的な高温に（11 月）  

・ Nintendo Switch（ニンテンドースイッチ）向けソフト「ポケットモンスター」シリーズの「スカーレット・バイオレット」の

国内販売本数が、発売から３日間で 405 万本を記録（11 月）  

・ FIFA ワールドカップカタール大会が開催。日本は、１次リーグでドイツ、スペインに勝利し、ベスト 16 に進出（11

月及び 12 月） 

□新型コロナウイルス感染症関係 

１月  

・まん延防止等重点措置を適用（９日３県に発出。21 日に 13 都県を、27 日に 18 道府県を追加）  

・濃厚接触者に求める待機期間について、感染者に接触した日から 14 日間を 10 日間に短縮（14 日。28 日に

７日間に短縮）  

２月  

・国内の新規陽性者数が初めて 10 万人超となり、第６波のピークに（１日）  

・同居家族に求める自宅待機期間を、感染者の発症から７日間に見直し（２日）  

・まん延防止等重点措置を継続（５日に１県を、12 日に１県を追加）  
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・５歳から 11 歳までの小児用ワクチンを予防接種法上の特例臨時接種に位置付け（21 日）  

・まん延防止等重点措置を順次解除（21 日５県）  

３月  

・まん延防止等重点措置を解除（７日 13 県。22 日に全面解除）  

４月  

・３回目のワクチン接種率が全人口の 50％超に（16 日）  

５月  

・60 歳以上の方又は 18 歳以上で重症化リスクが高い方への４回目のワクチン接種を開始（25 日）  

７月  

・濃厚接触者に求める待機期間を７日間から５日間に短縮（22 日）  

８月  

・国内の新規陽性者数が 26 万人超に（2022 年内最多）（19 日）  

９月  

・感染者の自宅などでの療養期間を、症状がある人は 10 日間から７日間に、無症状の人は７日間から５日間に短

縮（７日）  

・オミクロン株に対応したワクチン接種が開始（20 日）  

・感染者の全数把握を簡略化し、詳しい報告の対象を限定する運用が全国一律で開始（26 日。２日４県で先行開

始）  

10 月  

・入国者数の上限を撤廃したほか、個人の外国人旅行客の入国も解禁（11 日）  

・観光需要の喚起策「全国旅行支援」が、東京都を除く全国 46 道府県で開始（11 日。20 日に東京都でも開始）  

・外務省は、全ての国・地域について感染症危険情報のレベルを「レベル１（十分注意してください）」に引き下げ、

渡航自粛要請を解除（19 日）  

・従来株とオミクロン株に対応したワクチンの接種間隔を５か月から３か月に短縮（21 日）  

・生後６か月から４歳までの乳幼児用ワクチンを予防接種法上の特例臨時接種に位置付け（24 日）  

11 月  

・厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの見直しについて、専門家会合「新型コロナ

ウイルス感染症対策アドバイザリーボード」において議論を開始（30 日）  

12 月  

・今後の感染症の発生及びまん延に備えた「感染症法等の一部を改正する法律」が成立（２日）  

・国内の新規陽性者数が約４か月ぶりに 20 万人超に（21 日） 

【２０２３年（令和５年）】 

□所得・消費関係  

・ 「電気・ガス価格激変緩和対策事業」で１月以降の使用分から電気・都市ガス料金の値引き支援を開始（１月） 

・ 主要な携帯電話事業者各社が提供する、従来に比べて低廉な料金プランの契約数が約 5000 万に（１月）  

・ 経団連がまとめた、2023 年春季労使交渉の大企業の賃上げ幅は１万 3362 円、賃上げ率は 3.99％と、それぞれ 

5800 円、1.72 ポイントの増加。増加幅は、共に、現行の集計方法となった 1976 年以降最高（８月）  

・ 新型コロナウイルス感染症の５類移行後初のお盆の旅客数は、鉄道・航空共に前年超（８月）  

・ 改正酒税法の施行により、350ml 当たり、ビール・発泡酒（麦芽比率 50％以上）が約７円値下げ、発泡酒（麦 

芽比率 25％以上 50％未満）が約４円値下げ、新ジャンルが約９円値上げ（10 月）  

・ 全国加重平均の最低賃金は、43 円引き上げられ、1004 円に改定。初めて 1000 円を超え、比較可能な 2002 年

度以降最大の引上げ幅（10 月）  

・ 「年収の壁」への当面の対応として、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実 

施する企業に対し支援するほか、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化を実施（10 月）  

・ 日本銀行は、イールドカーブ・コントロールの運用を更に柔軟化し、長期金利の上限のめどを 1.0％に（10 月） 
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・ 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定。物価高への対応として、令和６年度税制改正による所 

得税・個人住民税の定額減税等の実施や燃料油価格、電気・都市ガス料金の激変緩和措置の継続を決定（11

月） 

・ 約 32 年ぶりの円安ドル高となった前年に続き、東京外国為替市場で、円相場が１ドル＝151 円台後半に（11

月） 

・ 日経平均株価は、一時３万 3853 円と、1990 年３月以来約 33 年ぶりの水準で、バブル崩壊後の高値を更新（11

月） 

・ 消費者物価指数（総務省）のサービスの指数は、中間投入の財の価格と人件費の上昇を背景に、11 月の前年

同月比が 2.3％上昇。消費税率改定の影響を除くと、1993 年 10 月以来約 30 年ぶりの上昇幅に（11 月）  

・ ニューヨーク株式市場で、ダウ工業株 30 種平均が終値３万 7710 ドルと、史上最高値を更新（12 月）  

□直接税・社会保険料関係   

・ 介護保険第２号保険料率の引上げ（４月）  

・ 国民年金保険料の引下げ（４月）  

・ 雇用保険料率の引上げ（４月）  

・ 自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自賠責保険の保険料が平均で 11.4％引下げ（４月）  

□その他  

・ マスクの着用は、個人の判断が基本に（３月）  

・ 車いすの部男子シングルスで初めて四大大会、パラリンピックを全制覇したテニスの国枝慎吾氏が、国民栄誉 

賞を受賞（３月）  

・ ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本が３大会ぶりの優勝。大谷翔平選手がＭＶＰに（３月） 

・ こども家庭庁が発足（４月）  

・ 改正道路交通法の施行により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化（４月）  

・ 東京ディズニーリゾートが開業 40 周年（４月）。最も混雑する時期の大人１日券が初の１万円超（10 月）  

・ 石川県能登地方を震源とする地震が発生。石川県で震度６強の揺れを観測（５月）  

・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、いわゆる２類相当から５類感染症に（５月）  

・ Ｇ７広島サミット開催（５月）  

・ 台風 13 号の影響により関東甲信地方や東北太平洋側で大雨。福島県、茨城県、東京都、千葉県で１時間降水

量が観測史上１位の値を更新（９月）  

・ 10 月の訪日外国人旅行者数は、2019 年同月比 0.8％増（推計値）で、新型コロナウイルス感染症拡大後初めて 

2019 年の水準超（10 月）  

・ 将棋の藤井聡太棋士が、史上初の八冠（10 月）  

・ プロ野球の日本シリーズに阪神タイガースとオリックス・バファローズが出場。59 年ぶりに関西の球団同士が 

対決し、阪神タイガースが 38 年ぶり２度目の優勝（10 月及び 11 月）  

・ Ｇ７は、生成ＡＩの開発者から利用者までを含む世界初の包括ルールを承認（12 月）  

・ １年を通した日本の平均気温は、統計を開始した 1898 年以降最高。最も暑い年 

【２０２４年（令和６年）】 

□所得・消費関係 

・ 「NISA（ニーサ）」（少額投資非課税制度）の新制度がスタート （１月）  

・ 日本銀行は、イールドカーブ・コントロールの撤廃とマイナス金利政策の終了を決定（３月）  

・ 所得税・個人住民税の定額減税を実施（６月）  

・ 東京外国為替市場で、円相場が一時１ドル＝160 円台後半に下落。約 38 年ぶりの円安ドル高（６月）  

・ 南海トラフ地震臨時情報等を受けた買い込み需要などにより、米が品薄に（８月）  

・ 経団連がまとめた、2024 年春季労使交渉の大企業の賃上げ幅は１万 9210 円、賃上げ率 5.58％となり、賃上げ

幅は現行の集計方法となった 1976 年以降最高（８月）  
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・ 2024 年４～６月期の国内総生産（GDP）速報値は年率換算の名目値が 607 兆円と初めて 600 兆円を突破（８

月）  

・ 郵便料金が改定。はがきは 63 円から 85 円に、定形郵便物は重量区分を統合し一律 110 円に値上げ。定形郵

便物は消費税率改定時を除くと 1994 年以来 30 年ぶりの値上げ（10 月）  

・ 児童手当の所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡充（10 月）  

・ 最低賃金が全国平均で 51 円引き上げられ 1055 円に。比較可能な 2002 年以降最大の上げ幅（10 月）  

・ 東京証券取引所の取引終了時間が 30 分延長され 15 時 30 分に。取引時間の延長は 70 年ぶり（11 月）  

・ 日経平均株価は、２月 22 日の終値が３万 9098 円となり、1989 年 12 月 29 日に記録した史上最高値（３万 8915

円）を 34 年ぶりに更新。３月４日には初めて４万円を突破し、７月 11 日に４万 2224 円と年内最高値を記録。８月５

日には 4451 円の下落と過去最大の下げ幅を記録するも、翌６日は 3217 円の上昇と過去最大の上げ幅を記録 

□直接税・社会保険料関係 

・ 介護保険第１号保険料率の引上げ（４月）  

・ 介護保険第２号保険料率の引下げ（４月）  

・ 国民年金保険料の引上げ（４月） 

□その他  

・ 石川県能登半島を震源とする地震が発生。石川県で震度７の揺れを観測（１月）  

・ 羽田空港の滑走路上で航空機同士が衝突して炎上する事故が発生（１月）  

・ 北陸新幹線（金沢～敦賀間）が開業（３月）  

・ 豊後水道を震源とする地震が発生。愛媛県と高知県で震度６弱の揺れを観測（４月）  

・ 20 年ぶりに新紙幣が発行（７月）  

・ パリオリンピック・パラリンピックが開催。日本は、オリンピックでは海外大会で最多となる 45 個、パラリン 

ピックでは 41 個のメダルを獲得（７月～９月）  

・ 「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録決定（７月）  

・ 宮崎県日向灘を震源とする地震が発生。宮崎県で震度６弱の揺れを観測。この地震を受け、気象庁は「南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）」を初めて発表（８月）  

・ 石川県能登半島で記録的な大雨。河川の氾濫や土砂災害が発生（９月）  

・ ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、54 本塁打、59 盗塁を記録し、メジャーリーグ史上初となる「50 本塁

打、50 盗塁」以上を達成（９月）  

・ 約３年ぶりに首相交代。石破内閣が発足。衆議院を解散し、総選挙を実施（10 月）  

・ 日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞（10 月）  

・ 2024 年の日本の平均気温は、統計を開始した 1898 年以降最高となり、２年連続で過去最高を更新  

・ 2024 年の訪日外国人数が 3686 万 9900 人（推計値）となり、過去最多を記録 
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この結果報告書は、総務省統計局の HP に掲載されている統計表を利用して、作成したものです。 

httpｓ://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連サイト 

総務省統計局 「なるほど統計学園」 https://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html  

統計を楽しく学べる統計学習サイトです。 

  

「なるほど山梨 データ学園」 http://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/HP/naruyama.html 

本県の特徴的なデータを掲載しております。ぜひ御覧ください。 

－問い合わせ先－ 

山梨県新価値・地域創造推進局

統計調査課 

調査第二担当 

TEL 055-223-1345(直通) 

FAX 055-223-1347 


